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１．訪問介護
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「訪問介護」とは、訪問介護員等（※）が、利用者（要介護者等）の居宅を訪問し、入浴・排せつ・
食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供するものをいう。

※「訪問介護員等」
介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、
生活援助従事者研修修了者（生活援助中心型のみ提供可能）、
居宅介護又は重度訪問介護を提供している者（共生型サービスのみ提供可能）、
旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員1級又は旧2級課程修了者をいう

定義

「訪問介護」は、その行為の内容に応じ、次の３類型に区分される。

① 身体介護 ≫ 利用者の身体に直接接触して行われるサービス等
（例：入浴介助、排せつ介助、食事介助 等）

② 生活援助 ≫ 身体介護以外で、利用者が日常生活を営むことを支援するサービス
（例：調理、洗濯、掃除 等）

③ 通院等乗降介助 ≫ 通院等のための乗車又は降車の介助（乗車前・降車後の移動介
助等の一連のサービス行為を含む）

訪問介護のサービス類型

訪問介護の概要①
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※「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」（平成12年3月17日厚生労働省老健局老人福祉計画課長通知）（いわゆる「老計10号」）

身 体 介 護 （抜粋） 生 活 援 助 （抜粋）

１－０ サービス準備・記録等：サービス準備は、身体介護サービス

を提供する際の事前準備等として行う行為であり、状況に応じ

て以下のようなサービスを行うものである。：健康チェック

（利用者の安否確認、顔色・発汗・体温等の健康状態のチェッ

ク）／環境整備（換気、室温・日あたりの調整、ベッドまわり

の簡単な整頓等）／相談援助、情報収集・提供／サービス提供

後の記録等

１－１ 排泄・食事介助：排泄介助（トイレ利用・ポータブルトイレ

利用・おむつ交換）／食事介助／特段の専門的配慮をもって行

う調理

１－２ 清拭・入浴、身体整容：清拭（全身清拭）／部分浴（手浴及

び足浴・洗髪）／全身浴／洗面等／身体整容（日常的な行為と

しての身体整容）／更衣介助

１－３ 体位変換、移動・移乗介助、外出介助

１－４ 起床及び就寝介助

１－５ 服薬介助

１－６ 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助（自立支援、

ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・ＱＯＬ向上の観点から安全を確保しつつ常

時介助できる状態で行う見守り等）

２－０ サービス準備等：サービス準備は、家事援助サービス

を提供する際の事前準備等として行う行為であり、状

況に応じて以下のようなサービスを行うものであ

る。：健康チェック（利用者の安否確認、顔色等の

チェック）／環境整備（換気、室温・日あたりの調整

等）／相談援助、情報収集・提供／サービスの提供後

の記録等

２－１ 掃除：居室内やトイレ、卓上等の清掃／ゴミ出し／準

備・後片づけ

２－２ 洗濯：洗濯機または手洗いによる洗濯／洗濯物の乾燥

（物干し）／洗濯物の取り入れと収納／アイロンがけ

２－３ ベッドメイク：利用者不在のベッドでのシーツ交換、

布団カバーの交換等

２－４ 衣類の整理・被服の補修：衣類の整理（夏・冬物等の

入れ替え等）／被服の補修（ボタン付け、破れの補修

等）

２－５ 一般的な調理、配下膳：配膳、後片づけのみ／一般的

な調理

２－６ 買い物・薬の受け取り：日常品等の買い物（内容の確

認、品物・釣り銭の確認を含む）／薬の受け取り

訪問介護の概要②
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（１）身体介護

① 利用者の身体に直接接触して行う介助サービス

② 利用者のＡＤＬ・ＩＡＤＬ・ＱＯＬや意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援・重度化防止
のためのサービス

③ その他専門的知識・技術をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス

（２）生活援助

身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、利用者が単身、
家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービス

（３）通院等乗降介助

要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転
する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移
動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続、移動等の介助を行うサービス

訪問介護とは・・・

・乗車の介助
・屋内外における

移動等の介助

・降車の介助

・屋内外における
移動等の介助
・受診等の手続

・乗車の介助

・屋内外における
移動等の介助
・薬等の受取等

・降車の介助

・屋内外における
移動等の介助

在宅

＜通院等乗降介助のイメージ＞

９８単位（片道につき算定） ９８単位（片道につき算定）

在宅

病院

輸送サービス（※）
医療サービス等
（病院・診療所等）

輸送サービス（※）

※輸送サービスの実施には、道路運送法上の許可・登録が必要。移送に係る経費（運賃）は、介護保険の対象ではない。

訪問介護の概要③（通院等乗降介助）
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○訪問介護サービスを提供するために必要な職員は次のとおり

○訪問介護事業所の設備及び備品等は次のとおり
・事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画（利用申込の受付、相談等に対応できるもの）を有していること
・訪問介護の提供に必要な設備及び備品を備え付けていること

必要となる人員・設備等

訪問介護員等 常勤換算方法で２．５以上

サービス提供責任者
（※） 介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧１級課程修了者

・訪問介護員等のうち、利用者の数４０人に対して１人以上
（原則として常勤専従の者であるが一部常勤職員でも可。）
・以下の要件を全て満たす場合には、利用者５０人につき１人

○ 常勤のサービス提供責任者を３人以上配置
○ サービス提供責任者の業務に主として従事する者を１人以上配置
○ サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合

※ 共生型訪問介護事業所においては、特例がある。

※サービス提供責任者の業務
①訪問介護計画の作成、②利用申込みの調整、③利用者の状態変化、サービスへの意向の定期的な把握、④居宅介護支援事業者
との連携（サービス担当者会議出席等）、⑤訪問介護員に対しての具体的援助方法の指示及び情報伝達、⑥訪問介護員の業務の
実施状況の把握、⑦訪問介護員の業務管理、⑧訪問介護員に対する研修、技術指導等

管理者 常勤で専ら管理業務に従事するもの

訪問介護の基準
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※加算・減算は主なものを記載

20分未満
166単位

20分以上30分未満
249単位

30分以上1時間未満
395単位

1時間以上
577単位に30分を増すごとに

83単位

20分以上
45分未満

182単位

45分以上
224単位

身体介護：排せつ介助、食事介助、入浴介助、
外出介助等

生活援助：掃除、洗濯、
一般的な調理等

身体介護に続き生活援助の提供
（20分以上で66単位、45分以上で132単位、70分以上で198単位）

特定事業所加算
（５％・10％・20％）

①介護福祉士等の一定割合以上の
配置
②重度要介護者等の一定割合以上

の利用＋研修等の実施

初回時等のｻｰﾋﾞｽ提供責任者に
よる対応（200単位/月）

緊急時の対応※身体介護のみ

（100単位）

中山間地域等でのｻｰﾋﾞｽ提供

（５％・10％・15％）
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ職との連携

（100単位・200単位／月）

通院等乗降介助 98単位

サービス提供内容・時間に応じた基本サービス費
利用者の状態に応じたサービス提供や

事業所の体制に対する加算・減算

同一敷地内建物等に対するサービス提供
（▲10％・▲15％）

※点線枠の加算は区分支給限度額の枠外

指定訪問介護の介護報酬のイメージ（1回あたり）

訪問介護の報酬

※ 共生型訪問介護事業所において、障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等（▲30％）や重度訪問介護従業者養成研修修了者等（▲７％）がサービス
提供した場合の減算がある。 7

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ)13.7％ (Ⅱ)10.0％
(Ⅲ)5.5％ (Ⅳ)加算Ⅲ×0.9
(Ⅴ)加算Ⅲ×0.8

介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 6.3％ (Ⅱ)4.2 ％

夜間(18:00～22:00)又は早朝(6:00～8:00)のサービス提供（25％）
深夜(22:00～6:00)のサービス提供 （50%）



出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

訪問介護の請求事業所数

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。
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166.1 173.1 177.9 175.8 187.7 191.2 195.8 200.1 202.7 188.2 134.9 
2.0 

159.8 196.6 204.7 213.7 218.6 231.3 238.6 243.3 245.6 230.0 

161.4 

2.4 

299.6 236.5 230.6 239.3 248.4 260.1 276.9 292.2 303.6 311.8 

316.3 

319.7 318.5 

212.7 223.6 224.9 231.5 
244.3 

259.2 
268.7 277.9 285.5 289.1 

293.1 

296.3 296.7 

137.6 146.2 149.4 145.7 
141.5 

147.4 
152.5 

156.6 159.6 161.2 

163.9 

166.2 167.9 

94.6 97.2 98.2 105.4 
107.4 

113.5 
118.5 

120.4 122.3 121.7 
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126.9 128.0 
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90.9 

96.4 
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要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

訪問介護の受給者数

1,159.4 1,148.9 1,161.1
1,197.1

1,240.3
1,300.6

1,351.7
1,391.6

1,420.6 1,402.0

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。

※平成26年の介護保険法改正に伴い、介護予防訪問介護は平成27年度より介護予防・日常生活支援総合事業に移行することとされ、平成29年度末までに全ての全市町
村において移行が完了している。 9

1,293.6

1,012.0 1,010.6



出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

訪問介護の費用額
（百万円）

87,337 92,577 94,999 98,754 101,989 108,378 110,382 111,883 106,966 84,540 
24,868 

591,642 578,530 
617,911 646,915 681,106 

740,083 772,591 799,167 826,227 845,433 
898,495 

900,694 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

介護サービス

介護予防サービス

678,979 671,107
712,910 745,669

783,095
848,461

882,973 911,050 933,913

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。

10

929,973 923,363
900,694



２．訪問入浴介護
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訪問入浴介護とは、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に
おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援
助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るもの。

○従業者の員数
指定訪問入浴介護事業者が事業所ごとに置くべき従業者の員数については、次のとおり。
一 看護師又は准看護師 １以上
二 介護職員 ２以上

○管理者

指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤
の管理者を置かなければならない。

○設備及び備品等

指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を
設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品を備えなければならな
い。

定義

必要となる人員・設備等

訪問入浴介護の概要・基準
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基本サービス費
（括弧内は指定介護予防訪問入浴介護の場合）

介護職員３人による
サービス提供

※介護予防の場合は
２人

（▲５％）

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算

指定訪問入浴介護・指定介護予防訪問入浴介護の介護報酬のイメージ（1回あたり）

1,256単位（849単位）

※ 利用者に対して、看護職員１人及び介護職員２人
（介護予防は１人）がサービスを提供した場合に算定。

清拭又は部分浴でのサービス提供
（▲30％）

介護福祉士等を一定割合以
上配置＋研修等の実施

（36、24単位）

※点線枠の加算は区分支給限度額の枠外

訪問入浴介護の報酬
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同一敷地内建物等又は利用者が20人以
上居住する建物の利用者にサービスを
行う場合
・ 同一敷地内建物等又は利用者が20人
以上居住する建物の利用者にサービスを
行う場合 （▲10％/回）
・ 利用者が50人以上居住する同一敷地
内建物等の利用者にサービスを行う場合

（▲15％/回）

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ)5.8％ (Ⅱ)4.2％
(Ⅲ)2.3％ (Ⅳ)加算Ⅲ×0.9
(Ⅴ)加算Ⅲ×0.8

介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 2.1％ (Ⅱ)1.5 ％

中山間地域等でのｻｰﾋﾞｽ提供

（５％・10％・15％）



出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

訪問入浴介護の請求事業所数

2,458 
2,303 2,253 2,283 2,285 2,329 2,300 2,224 2,179 

2,054 1,977 
1,872 

1,770 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

訪問入浴介護の受給者数

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。
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10.8 10.9 11.5 10.2 9.6 9.7 9.7 9.2 9.0 8.6 8.2 8.0 7.9 

20.5 20.9 20.6 21.1 20.7 21.5 21.0 20.4 19.7 18.6 18.2 17.9 17.4 

41.9 40.9 40.7 42.0 42.3 42.6 41.0 38.8 37.4 
35.2 34.0 32.8 32.0 
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80.0

90.0

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

64.8

79.6 79.0 79.3 80.1 80.3
82.1

79.9
76.7 74.2

70.2

（千人）
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151 181 180 177 182 197 200 193 204 210 209 220 

53,511 54,183 55,815 57,057 58,909 60,335 59,081 57,680 55,977 53,936 53,155 52,495 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

介護サービス

介護予防サービス

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

訪問入浴介護の費用額
（百万円）

53,662 54,364
55,995 57,234

59,091
60,532

59,281
57,873 56,181

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。
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３．訪問看護
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出典：※1）訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成（令和元年６月審査分より推計、暫定値）

※2）介護給付費実態統計（令和元年６月審査分）

要介護・要支援者

訪問看護利用者 約55.4万人※2)

訪問看護ステーション病院・診療所

医 師
指示書指示

介護保険より給付医療保険より給付

小児等40歳未満の者及び、
要介護者・要支援者以外

訪問看護利用者 約28.9万人※1)

利用者

サービス
提供者

訪問看護療養費 訪問看護費

○ 疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師等が
行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
○ サービス提供は、病院・診療所と訪問看護ステーションの両者から行うことができる。
○ 利用者は年齢や疾患、状態によって医療保険又は介護保険の適応となるが、介護保険の給付は医療保険の給
付に優先することとしており、要介護被保険者等については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治
医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付により訪問看護が行われる。

訪問看護の概要
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指定訪問看護ステーション
病院又は診療所である
指定訪問看護事業所※

人員配
置基準

・ 保健師、看護師又は准看護師（看護職員）
常勤換算で2.5以上となる員数
うち１名は常勤

・ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

【管理者】
・ 専従かつ常勤の保健師又は看護師であって、適切な指定

訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者

・ 指定訪問看護の提供に当たる看護職
員を適当数

設備
・備品

・ 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室
・ 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等

・ 事業の運営を行うために必要な広さを有
する専ら事業の用に供する区画

・ 指定訪問看護の提供に必要な設備及び
備品

必要となる人員・設備等

訪問看護の基準等

※ 介護保険のみ

• 訪問看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようその療養生活を支
援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならな
い。

基本方針
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サービス提供内容・時間に応じた基本サービス費
利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する主な加算・減算

過去2月間に当該事業所から訪問看護を
提供していない場合【初回加算】

（①②③ 300単位/月）

24時間の訪問看護対応体制を評価【緊急
時訪問看護加算】

（①③ 574単位/月、②③ 315単位/月）

在宅で死亡した利用者へのターミナルケ
アを評価【ターミナルケア加算】

（①②③ 2,000単位/月）

職員研修等を実施【サービス提供体制強
化加算】

（①② ６単位/回、③ 50単位/月）

准看護師による訪問看護
（①② ▲10％/回、③ ▲２％/月）

同一敷地内建物等又は利用者が20人以
上居住する建物の利用者にサービスを行
う場合
・ 同一敷地内建物等又は利用者が20人

以上居住する建物の利用者にサービス
を行う場合 （①② ▲10％/回）

・ 利用者が50人以上居住する同一敷地
内建物等の利用者にサービスを行う場
合 （①② ▲15％/回）

特別な管理の評価【特別管理加算】
（①②③ Ⅰ:500単位/月、Ⅱ:250単位/月）

特別指示による訪問看護の実施(※)
（③▲97単位/日×指示日数）

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と
連携して訪問看護を行う場合

③2,945単位/月

夜間・早朝の訪問 （①② ＋25%/回）
深夜の訪問 （①② ＋50%/回）

通算1時間30分以上の訪問【長時間訪問
看護加算】

（①② 300単位/回）

特別地域訪問看護加算
（①② ＋15%/回、③ ＋15%/月）

中山間地域等の小規模事業所加算
（①② ＋10%/回、③ ＋10%/月)

中山間地域等の居住者へのサービス提

供加算 （①② ＋５%/回、③ ＋５%/月)

退院時、医師等と共同指導した場合【退
院時共同指導加算】（①③ 600単位/回）

訪問介護事業所と連携【看護・介護職員
連携強化加算】 (①②③ 250単位／月)

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚
士による訪問（① 1日に2回を超えた場合）

（▲10%/回）

①は指定訪問看護ステーションの場合、②は病院又は診
療所の場合

保健師・看護師・准看護師による要介護5
の利用者への訪問 (③800単位/月)

（注）点線枠の加算は区分支給限度基準額の枠外

看護体制強化加算
・Ⅰ（①② 600単位/月）
・Ⅱ（①② 300単位/月）所要時間

20分未満
◆

①
312単位

②
264単位

所要時間
30分未満

①
469単位

②
397単位

所要時間
30分以上

1時間
未満

①
819単位

②
571単位

所要時間
1時間
以上

1時間30
分未満

①
1,122単位

②
839単位

理学療法
士、作業
療法士又
は言語聴
覚士によ
る訪問☆

①
297単位

☆理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問
は1回当たり20分以上、1人の利用者につき週6回を限度

訪問看護の報酬

複数名訪問加算
・Ⅰ ①② 30分未満254単位/回

30分以上402単位/回
・Ⅱ ①② 30分未満201単位/回

30分以上317単位/回

◆週1回以上、20分以上保健師又は看護師の訪問を行う
場合に算定可
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

訪問看護の請求事業所数

8,341 8,041 7,845 7,750 7,683 7,910 8,289 
8,785 

9,367 
10,126 

10,689 
11,164 

11,795 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。

※介護保険の訪問看護を行う病院又は診療所を含む。

21



6.3 6.2 6.3 7.0 8.0 8.7 10.3 12.5 14.6 17.3 20.3 23.2 26.0 12.6 15.6 16.9 17.4 18.3 20.4 23.2 26.5 30.4 35.4 40.9 46.8 52.6 
36.0 31.3 31.9 36.1 40.3 44.9 51.7 59.4 66.9 77.0 88.1 99.8 109.0 

44.6 47.0 48.7 51.5 56.3 62.0 67.9 
74.7 

83.9 
93.1 

103.1 
114.4 

124.0 

44.2 47.1 49.0 47.3 45.6 48.1 
51.7 

55.7 
60.5 

65.5 
70.7 

76.7 
81.7 

45.4 46.6 47.2 49.7 49.9 
52.9 

55.4 
58.3 

62.0 
64.8 

69.2 

73.7 
76.5 

59.6 58.8 59.0 63.5 65.8 
67.9 

68.2 
67.5 

68.3 
69.3 

70.5 

71.7 
72.4 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

550.0

600.0

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

訪問看護の受給者数

249.4 252.8 259.2 272.7
305.1

328.6
354.9

386.9
422.5

284.4

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

訪問看護の費用額
（百万円）

6,715 7,556 8,225 9,025 10,008 11,935 13,767 16,184 18,934 22,397 26,115 28,976 

119,924 122,573 130,082 138,383 146,818 
160,621 171,601 

186,382 
201,445 

218,908 
238,248 

257,052 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

介護サービス

介護予防サービス

126,639
130,129

138,307
147,408

172,556
185,368

202,566
220,379

156,826

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。

23

241,305

264,363



４．訪問リハビリテーション

24



訪問リハビリテーションの概要・基準

訪問リハビリテーションを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり

・人員基準

・設備基準

必要となる人員・設備等

医師
専任の常勤医師１以上
（病院又は診療所に併設されている事業所、介護老人保健施設又は介護医療
院では、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えない。）

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

適当数置かなければならない。

設備及び備品
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること。

指定訪問リハビリテーションに必要な設備及び備品等を備えているもの。

居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助け
るために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

定義
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１回（20分以上）:292単位

１週に６回を限度

訪問リハビリテーションの報酬
※ 加算・減算は主なものを記載

サービスの提供回数に応じた基本サービス費

指定訪問リハビリテーションの介護報酬の
イメージ（１回あたり）

短期集中的なリハビリ

テーションの実施

（200単位/日）

継続的にリハビリテーションの質を管理
（リハビリテーションマネジメント加算）
・I  （230単位/月） ・II （280単位/月）
・III（320単位/月） ・IV （420単位/月）

社会参加等の支援 （17単位/日）

中山間地域等でのｻｰﾋﾞｽ提供
（＋５％・＋10％・＋15％）

同一敷地内建物等又は利用者が20人以上居住する建物の利用者にサー
ビスを行う場合

・同一敷地内建物等又は利用者が20人以上居住する建物の
利用者にサービスを行う場合 （▲10％/回）

・利用者が50人以上居住する同一敷地内建物等の利用者に
サービスを行う場合 （▲15％/回）

事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わな

かった場合（▲20単位/回）

利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算

３年以上勤務の理学療法士等を配置
（ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算）
（６単位/回）
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１回（20分以上）:292単位

１週に６回を限度

介護予防訪問リハビリテーションの報酬
※ 加算・減算は主なものを記載

サービスの提供回数に応じた基本サービス費

指定介護予防訪問リハビリテーションの
介護報酬のイメージ（１回あたり）

事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わな

かった場合（▲20単位/回）

同一敷地内建物等又は利用者が20人以上居住する建物の利用者にサー
ビスを行う場合
・ 同一敷地内建物等又は利用者が20人以上居住する建物の利用者に
サービスを行う場合 （▲10％/回）

・ 利用者が50人以上居住する同一敷地内建物等の利用者にサービスを
行う場合 （▲15％/回）

事業所評価加算（120単位/月）

利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算

短期集中的なリハビリ

テーションの実施

（200単位/日）

継続的にリハビリテーションの質を管理
（リハビリテーションマネジメント加算）
（230単位/月）

中山間地域等でのｻｰﾋﾞｽ提供
（＋５％・＋10％・＋15％）

３年以上勤務の理学療法士等を配置
（ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算）
（６単位/回）
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

訪問リハビリテーションの請求事業所数

2,612 
2,848 

2,988 
3,117 

3,247 3,322 
3,488 3,573 3,681 
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4,614 
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5,000
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※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。 28
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平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

訪問リハビリテーションの受給者数

40.2

49.9
57.8

64.5

78.1 80.1
84.6

89.1 92.7

71.5

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。 29

99.4
107.6

115.7



出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

訪問リハビリテーションの費用額
（百万円）

1,392 1,821 2,371 2,795 3,226 3,474 3,868 4,338 4,665 5,291 6,072 7,194 

12,574 
15,114 

20,067 
23,405 

26,472 28,310 
30,597 

33,016 34,578 
37,042 

39,818 
42,823 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

介護予防サービス 介護サービス

13,966
16,935

22,438
26,200

31,784
34,465

37,354
39,243

29,698

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。
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５．居宅療養管理指導
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居宅療養管理指導の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、そ
の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又
は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握
し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければ
ならない。

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号第84条）

居宅療養管理指導の基本方針

各職種が行う指導の概要

医師又は歯科医師 ○ 計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施

○ 居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供

○ 居宅要介護者や家族等に対する、居宅サービスを利用する上での留意点や介護方法等に
ついての指導及び助言

○ 訪問診療又は往診を行った日に限る

薬剤師 ○ 医師又は歯科医師の指示に基づいて実施される薬学的な管理及び指導

○ 居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供

歯科衛生士 ○ 訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及びその歯科医師の策定した訪問指導計画に基づ
いて実施される口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導

管理栄養士 ○ 計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、栄養管理に係る情報提供及び指
導又は助言を30分以上行う

※居宅療養管理指導の事業を行うことができるのは、病院、診療所、薬局等である。

居宅療養管理指導の概要
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居宅療養管理指導費の報酬
居宅療養管理指導の報酬体系

注1：訪問診療又は往診を行った日に限り算定できる。
注2：診療報酬の「在宅時医学総合管理料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を算定する場合。

これらの管理料は、通院困難な患者に対し、計画的医学管理の下に月2回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に月1回に限り算定できる。
注3：末期の悪性腫瘍の者、中心静脈栄養を受けている者に対しては、2回/週、かつ、8回/月を限度として算定。 33

職種等

報酬単価（単位）

単一建物居住者が
１人の場合

単一建物居住者が
２～９人の場合

単一建物居住者が
10人以上の場合

医師 注１

（月２回を限度）

居宅療養管理指導費(Ⅰ) 509 485 444

居宅療養管理指導費(Ⅱ)注２ 295 285 261

歯科医師（月２回を限度）注１ 509 485 444

薬剤師

病院又は診療所の薬剤師
（月２回を限度）

560 415 379

薬局の薬剤師
（月４回を限度）注３

509 377 345

管理栄養士（月２回を限度） 539 485 444

歯科衛生士等（月４回を限度） 356 324 296

特別地域居宅療養管理指導加算 ＋15/100
中山間地域等における小規模事業所加算 ＋10/100
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 ＋５/100



出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

居宅療養管理指導の請求事業所数

16,015 16,555 17,114 17,752 18,713 
20,150 

22,217 

25,433 

29,210 

33,571 
36,246 

39,123 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。
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要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

居宅療養管理指導の受給者数

249.1
280.7

311.4

386.8
437.9

489.1

552.1
603.5

346.4

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。 35

671.0
732.3

809.1



出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

居宅療養管理指導の費用額
（百万円）

2,299 2,498 2,675 2,914 3,235 3,744 4,298 4,807 5,444 6,154 7,119 

31,450 35,738 41,613 48,244 54,196 
62,154 

71,349 
79,926 

88,815 
99,088 

111,247 
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140,000

介護サービス

介護予防サービス

33,749
38,236

44,288

57,431
65,898

75,647
84,733

51,158

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。
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６．通所介護
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「通所介護」とは、利用者（要介護者等）を老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設におい
て、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談及び助言・健康状態の確認その他日常生活上
の世話、機能訓練を行うものをいう。

定義

通所介護サービスを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり

○ 人員基準

○ 設備基準

必要となる人員・設備等

生活相談員
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で１以上
（※生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能。）

看護職員
単位ごとに専従で１以上
（※通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能。）

介護職員

① 単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上（常勤換算方式）
ア 利用者の数が15人まで １以上
イ 利用者の数が15人を超す場合 アの数に利用者の数が１増すごとに0.2を加えた数以上

② 単位ごとに常時１名配置されること
③ ①の数及び②の条件を満たす場合は、当該事業所の他の単位における介護職員として従事す

ることができる

機能訓練指導員 １以上

生活相談員又は介護職員のうち１人以上は常勤

※定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は看護職員又は介護職員のいずれか１名の配置で可

食堂
それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0㎡以上

機能訓練室

相談室 相談の内容が漏えいしないよう配慮されている

※指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等が併設している場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合
は、基準上両方のサービスに規定があるもの及び規定はないが設置されるものは共用可

通所介護の概要・基準
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地域密着型（小規模型）
(利用定員18名以下)

通常規模型
（利用定員19名以上）

(延べ利用者数 月300超～750人以下)

６
時
間
以
上
７
時
間
未
満

７
時
間
以
上
８
時
間
未
満

８
時
間
以
上
９
時
間
未
満

サービス提供時間、利用者の要介護度及び
事業所規模に応じた基本サービス費（例）

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算

1,150
単位

1,029
単位

908
単位

786
単位

666
単位

入浴介助を行った場合
（50単位／日）

中重度者ケア体制加算

（45単位／日）

個別機能訓練加算
（（Ⅰ）46単位／日、（Ⅱ）56単位／日）

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算
（介護福祉士や3年以上勤務者を一定割合以上
配置）

認知症加算 （60単位／日）

若年性認知症利用者受入加算
（60単位／日）

定員を超えた利用や人員配置
基準に違反

（▲30％）

事情により、２～３時間の利用の
場合

（３～５時間の単位から ▲30％）

993
単位

888
単位

784
単位

679
単位575

単位

事業所と同一建物に居住する者又は
同一建物から利用する者に通所介護

を行う場合
（▲94単位／日）

送迎を行わない場合

（片道につき▲47単位）

栄養改善加算
（150単位／回）

栄養スクリーニング加算
（５単位／回）

延長加算（９時間以上、１時間単
位で～最大14時間まで）

（50単位～250単位）

通所介護の報酬

・介護福祉士５割以上：18単位／回
・介護福祉士４割以上：12単位／回
・勤続年数３年以上３割以上

：６単位／回

※加算・減算は主なものを記載。点線枠の加算は区分支給限度額の枠外

要介護１ ２ ３ ４ ５ 要介護１ ２ ３ ４ ５

※１：サービス提供時間には、その他、３時間以上４時間未満、４時間以上５時間未満、５時間以
上６時間未満がある（２時間以上３時間未満もあるが、心身の状況その他利用者のやむを得
ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者に実施）。

※２：事業所規模には、その他、前年度の平均利用延人員数が９００人／月以内の大規模型（Ⅰ）
と９０１人／月以上の大規模型（Ⅱ）がある。

※３：サービス提供時間には、送迎の時間は含まれない。

1,288
単位

1,150
単位

1,012
単位

873
単位

739
単位

1,130
単位

1,008
単位

887
単位

765
単位648

単位

要介護１ ２ ３ ４ ５ 要介護１ ２ ３ ４ ５

1,339
単位

1,197
単位

1,052
単位

908
単位

768
単位

1,150
単位

1,026
単位

902
単位

779
単位659

単位

要介護１ ２ ３ ４ ５ 要介護１ ２ ３ ４ ５

生活機能向上連携加算
（外部のリハビリテーション専門職
が連携して、機能訓練のマネジメ
ントを実施） （200単位／月）
※個別機能訓練加算を算定している
場合は、100単位／月

ＡＤＬ維持等加算
（ADL（日常生活動作）の維持又は
改善の度合いが一定の水準を超
えた場合）

（３単位／月、６単位／月）

介護職員処遇改善加算
(Ⅰ)5.9％ (Ⅱ)4.3％ (Ⅲ)2.3％

(Ⅳ)加算Ⅲ×0.9 (Ⅴ)加算Ⅲ×0.8

介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 1.2％ (Ⅱ)1.0 ％

中山間地域等でのｻｰﾋﾞｽ提供
（５％）

口腔機能向上加算
（150単位／回）
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

通所介護の請求事業所数

20,748 
22,146 

23,644 
25,610 

28,054 

31,570 

35,453 

39,196 
42,386 43,440 43,399 43,308 43,333 

0
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45,000

50,000

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。

※平成28年度から、小規模通所介護は地域密着型通所介護に移行しており、その事業所数を含む。
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

通所介護の受給者数

1070.7
1132.5

1209.3
1291.1

1484.5

1600.1

1726.5

1848.2
1903.5

1373.6

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。

※平成26年の介護保険法改正に伴い、介護予防通所介護は平成27年度より介護予防・日常生活支援総合事業に移行することとされ、平成29年度末までに全ての全
市町村において移行が完了している。

1871.5

1543.8 1573.2
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

通所介護の費用額
（百万円）

119,854 134,625 142,976 149,280 160,910 172,355 190,466 210,936 181,626 150,363 
47,986 

389,906 
398,596 402,188 

759,391 
826,120 

908,878 
1,000,744 

1,102,837 
1,213,706 

1,319,083 
1,419,137 

1,488,725 
1,160,469 

1,223,202 
1,243,519 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

介護サービス

地域密着型サービス

介護予防サービス

879,245
960,745

1,263,747
1,386,061

1,509,549

1,670,351

1,150,024

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。

1,051,854

1,630,073

1,700,738
1,669,784

1,645,707
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７．通所リハビリテーション
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通所リハビリテーションの概要・基準

居宅要介護者について、介護老人保健施設、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設に通わせ、当
該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業
療法その他必要なリハビリテーションをいう。

定義

通所リハビリテーションを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり
・人員基準

・設備基準

必要となる人員・設備等

医師
専任の常勤医師１以上
（病院又は診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設又は介護医療院では、
当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えない。）

従事者 （理学療法士、作業
療法士若しくは言語聴覚士
又は看護師、准看護師若し
くは介護職員）

単位ごとに利用者１０人に１以上

理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士

上の内数として、単位ごとに利用者１００人に１以上※

※所要時間１～２時間では適切な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ師で可

リハビリテーションを行う専
用の部屋

指定通所リハビリテーションを行うに必要な専用の部屋（３平方メートルに利用定員を乗
じた面積以上）設備
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通所リハビリテーションの報酬

利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算

45

※ 加算・減算は主なものを記載

指定通所リハビリテーションの介護報酬
のイメージ（１回あたり）

通常規模型 大規模型（II）※２

１
～
２

時
間

７
～
８

時
間

※

１

サービス提供時間、利用者の要介護度及び
事業所規模に応じた基本サービス費

４５０
単位

４１９
単位

３９０
単位

３６０
単位

３３１
単位

４３２
単位

４０４
単位

３７５
単位

３４８
単位

３１８
単位

1,317
単位1,157

単位９９３
単位８５３

単位７１６
単位

1,231
単位

1,080
単位

９２７
単位

７９７
単位

６６７
単位

要介護１ ２ ３ ４ ５

要介護１ ２ ３ ４ ５

※１：その他、２～３時間、３～４時間、４～５時間、５～６時間、６～７時間のサービス提供時間
がある。

※２：その他、前年度の平均利用延人員数が９００人／月以内の大規模型（Ⅰ）がある。

要介護１ ２ ３ ４ ５

要介護１ ２ ３ ４ ５

栄養改善サービスの実施 （150単位／回）※月に２回を限度

栄養スクリーニング加算 （５ 単位／回）※６月に１回を限度

口腔機能向上
サービスの実施
（150単位／回）
※月に２回を限度

若年性認知症利用者
の受け入れ

（60単位/日）

継続的にリハビリテーションの質を管理
（リハビリテーションマネジメント加算）
・I  ： 330単位/月
・II ： 850単位/月，６月から530単位/月
・III：1,120単位/月，６月から800単位/月
・IV ：1,220単位/月，６月から900単位/月

居宅と通所リハビリ事業所との間の送迎を行わない場合
に係る減算
（片道につき▲47単位/日）

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する
者に通所リハビリテーションを行う場合
（▲94単位／日）

介護福祉士や３年以上勤務
者を一定以上配置
（ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算）

(18単位、12 単位、6単位)

介護職員処遇改善加算
・Ⅰ：4.7％ ・Ⅱ：3.4％ ・Ⅲ：1.9％
・Ⅳ：Ⅲ×0.9 ・Ⅴ：Ⅲ×0.8

介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 2.0％ (Ⅱ)1.7 ％

中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算

＋５/100

短期集中的なリハビリテーションの実施（110単位／日）

認知症の利用者への短期集中的なリハビリテーションの実施
・I  ： 240単位/日 ※週に２日を限度
・II ： 1920単位/月



事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者
に介護予防通所リハビリテーションを行う場合

要支援１ （▲376単位/月）
要支援２ （▲752単位/月）

介護予防通所リハビリテーションの報酬

利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算

46

※ 加算・減算は主なものを記載

指定介護予防通所リハビリテーションの
介護報酬のイメージ（１月あたり）

介護職員処遇改善加算
Ⅰ：4.7％ ・Ⅱ：3.4％・Ⅲ：1.9％・Ⅳ：Ⅲ×0.9・Ⅴ：Ⅲ×0.8

介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 2.0％ (Ⅱ)1.7 ％

サービスの提供に応じた基本サービス費

要支援１：1,721単位/月
要支援２：3,634単位/月

継続的にリハビリテーションの質を管理
（リハビリテーションマネジメント加算）

（330単位/月）

事業所評価加算（120単位/月）

栄養改善サービスの実施 （150単位／月）

栄養スクリーニング加算 （５ 単位／回）※６月に１回を限度

口腔機能向上
サービスの実施
（150単位／月）

若年性認知症利用者
の受け入れ

（60単位/日）

中山間地域等に居住する者への
サービス提供 ＋５/100

介護福祉士や３年以上勤務者を一定以上配置
（ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算）

（Ⅰ）イ ：（要支援１）72単位 （要支援２）144単位
（Ⅰ）ロ ：（要支援１）48単位 （要支援２） 96単位
（Ⅱ） ：（要支援１）24単位 （要支援２） 48単位



出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

通所リハビリテーションの請求事業所数

6,436 6,530 6,539 6,703 6,763 6,860 7,056 7,200 7,371 7,481 7,639 7,740 7,920 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。
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38.6 40.9 41.2 43.1 44.7 45.0 47.1 49.9 53.4 55.9 60.0 63.3 68.3 
55.2 69.1 73.2 71.2 70.5 72.6 75.7 78.9 82.7 85.0 90.5 96.1 102.3 

111.8 94.4 95.1 102.8 109.5 113.9 120.4 126.1 132.1 136.4 142.1 146.0 149.9 106.7 114.0 117.3 119.4 123.1 126.8 130.8 133.6 136.5 137.6 140.7 142.7 144.4 
75.2 81.0 83.7 81.8 77.0 76.8 77.8 77.9 78.2 77.6 

77.8 77.8 77.5 

43.5 44.8 45.0 47.5 46.5 46.5 
47.9 47.5 47.3 46.1 

45.9 45.4 44.8 

18.3 17.7 17.7 20.5 22.4 23.1 
23.3 22.9 22.4 22.0 

21.3 20.5 20.0 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

通所リハビリテーションの受給者数

455.3 462.3 473.6 486.7
505.1

523.2 537.1
553.1 560.8

493.9

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

通所リハビリテーションの費用額
（百万円）

52,265 57,043 59,067 59,482 60,501 62,677 65,556 69,632 57,403 60,758 65,353 73,434 

323,160 333,074 358,889 372,459 383,668 394,731 401,965 409,842 418,576 419,244 424,116 409,205 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度

介護予防サービス 介護サービス

375,425
390,117

417,956
431,941

457,408 467,521
479,474 475,979

444,169

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。
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８．短期入所生活介護
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「短期入所生活介護」の事業とは、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自
立した日常生活を営むことができるよう、利用者（要介護者等）が老人短期入所施設、特別養護老人
ホーム等に短期間入所し、当該施設において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及
び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負
担の軽減を図るものである。

基本方針

短期入所生活介護サービスを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり

○ 人員基準

○ 設備基準

必要となる人員・設備等

医師 １以上

生活相談員 利用者100人につき１人以上（常勤換算）
※うち１人は常勤（利用定員が20人未満の併設事業所を除く）

介護職員又は看護師若しくは
准看護師

利用者３人につき１人以上（常勤換算）
※うち１人は常勤（利用定員が20人未満の併設事業所を除く）

栄養士 １人以上
※利用定員が40人以下の事業所は、一定の場合は、栄養士を置かないことができる

機能訓練指導員 １以上

調理員その他の従業者 実情に応じた適当数

利用定員等 20人以上とし、専用の居室を設ける
※ただし、併設事業所の場合は、20人未満とすることができる

居室 定員４人以下、床面積（１人当たり）10.65㎡以上
食堂及び機能訓練室 合計面積３㎡×利用定員以上
浴室、便所、洗面設備 要介護者が使用するのに適したもの
その他、医務室、静養室、面談室、介護職員室、看護職員室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室が必要

短期入所生活介護の概要・基準
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要支援1

438
単位

要支援２

545
単位

要介護1

586
単位

要介護2

654
単位

要介護3

724
単位

要介護4

792
単位

要介護5

859
単位

利用者の要介護度等に応じた基本サービス費
（特別養護老人ホーム等との併設で従来型個室・多床室の場合）

定員を超えた利用や人員配置基準

に違反 （▲30％）

利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算

夜勤職員配置加算 注：要介護者のみ
看護職員又は喀痰吸引等の実施ができる介護職

員を配置している場合は括弧内の単位を算定
（ﾕﾆｯﾄ型以外：13（15）単位／日）

（ﾕﾆｯﾄ型 ：18（20）単位／日）

送迎を行う場合（片道につき184単位）

緊急短期入所受入加算 注：要介護者のみ

（緊急の利用者を受け入れた場合）

（90単位／日）

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算
(介護福祉士や常勤職員等を一定割合以上配置)

・介護福祉士6割以上：18単位／日
・介護福祉士5割以上：12単位／日
・常勤職員等 ： ６単位／日

短期入所生活介護の報酬

要支援1

514
単位

要支援2

638
単位

要介護1

684
単位

要介護2

751
単位

要介護3

824
単位

要介護4

892
単位

要介護5

959
単位

利用者の要介護度等に応じた基本サービス費
（特別養護老人ホーム等との併設でユニット型個室の場合）

看護体制加算 注：要介護者のみ

（（Ⅰ）４単位／日、（Ⅱ）８単位／日）
要介護３以上の利用者を70％以上受け入
れる事業所の場合（定員要件により単位数
は異なる）

（（Ⅲ）12（６）単位／日、（Ⅳ）23（13）単位／日）

在宅中重度者受入加算 注：要介護者のみ

看護体制加算の算定状況に応じて単位数を設定

（413～425単位／日）

夜勤を行う職員の勤務条件基準を
満たさない場合やユニットケアにお

ける体制が未整備である場合
（▲３％）

※加算・減算は主なものを記載。点線枠の加算は区分支給限度額の枠外

専従の機能訓練指導員を配置して
いる場合 （12単位／日）

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ)8.3％ (Ⅱ)6.0％ (Ⅲ)3.3％

(Ⅳ)加算Ⅲ×0.9  (Ⅴ)加算Ⅲ×0.8

介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 2.7％ (Ⅱ)2.3 ％

認知症行動・心理症状緊急対応加算
（200単位／日）

若年性認知症利用者受入加算
（120単位／日）

認知症専門ケア加算
（（Ⅰ）３単位／日、（Ⅱ）４単位／日）

長期間の利用者へのサービス提供
（▲30単位／日）

生活機能向上連携加算
（外部のリハビリテーション専門職が連
携して、機能訓練のマネジメントを実施）
（200単位／月） ※個別機能訓練加算を算
定している場合は、100単位／月

個別機能訓練加算 （56単位／日）

療養食加算 （８単位／回）

医療連携強化加算 注：要介護者のみ

（58単位／日）
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

短期入所生活介護の請求事業所数

6,747 
7,080 7,373 7,607 7,791 

8,259 
8,845 

9,189 
9,823 

10,152 10,340 10,530 10,615 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。
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1.6 1.8 2.0 2.3 2.2 2.2 2.4 2.6 2.7 2.7 2.8 2.6 2.8 4.5 6.1 6.7 6.4 6.0 6.4 6.9 7.1 7.3 7.1 7.4 7.4 7.9 
30.0 30.0 33.3 37.2 37.5 41.4 44.6 48.2 50.2 50.8 53.1 54.5 56.0 
47.2 52.2 56.5 61.1 64.5 70.0 72.6 76.0 76.8 77.7 79.8 81.2 81.7 60.1 

69.3 
75.5 76.6 76.0 

80.9 82.3 85.9 88.3 87.7 90.2 91.4 90.9 

50.8 
55.6 

59.0 
61.9 62.2 

65.5 65.1 
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32.2 
32.6 

34.2 
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要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

短期入所生活介護の受給者数

226.7
247.9

267.4
284.5

310.5 317.7
329.3 334.5 329.4

290.7

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。

335.5 337.7 338.0
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

短期入所生活介護の費用額
（百万円）

3,015 3,532 3,707 3,588 3,558 3,824 4,087 4,234 4,364 4,505 4,600 4,900 

253,934 276,300 
300,831 323,959 342,877 364,458 384,381 398,279 391,836 

398,466 
416,275 422,572 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

介護サービス

介護予防サービス

256,949
279,832

304,538
327,547

368,282
388,468

402,513396,200

346,435

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。

402,971
420,875427,472
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９．短期入所療養介護

56



短期入所療養介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居
宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の
下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活
の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号第141条）

短期入所療養介護の基本方針

短期入所療養介護を行うことのできる施設は次のとおりであり、必要な人員・設備等は、原則として
それぞれの施設として満たすべき基準による。

○ 介護老人保健施設
○ 療養病床を有する病院若しくは診療所
○ 診療所
○ 介護医療院

※診療所（療養病床を有するものを除く。）においては、以下の要件を満たすこと。
・床面積は利用者１人につき6.4㎡とすること
・食堂及び浴室を有すること
・機能訓練を行うための場所を有すること

必要となる人員・設備等

短期入所療養介護の概要・基準
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施設基準等

短期入所療養介護の基準

58

施設類型

基準等

介護老人
保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設
介護療養型医療施設以外

病院 診療所

病院 診療所
医療

療養病床
一般病床 医療

療養病床
一般病床

みなし指定 あり あり あり あり あり － あり なし

病室・居室
面積

8.0㎡ 8.0㎡ 6.4㎡ 6.4㎡ 6.4㎡ － 6.4㎡ 6.4㎡

機能訓練室
面積

1㎡/定員 40㎡ 40㎡ 十分な広さ 40㎡ － 十分な広さ 十分な広さ

看護・介護
職員

看護・介護
３：１

（うち、看護
2/7標準）

看護 ６：１

介護 ５：１
(Ⅰ型)

６：１
(Ⅱ型)

看護 ６：１

介護 ６：１

看護 ６：１

介護 ６：１

看護 ６：１

介護 ６：１
－

看護 ６：１

介護 ６：１

看護・介護
３：１



要支援
1

613
単位

要支援
２

768
単位

要介護
1

829
単位

要介護
2

877
単位

要介護
3

938
単位

要介護
4

989
単位

要介護
5

1,04２
単位

3時間以上４時間未満：656単位

４時間以上６時間未満：908単位

６時間以上８時間未満：1,261単位

※常時看護職員による観察を必要とする難病等を有する重度者又はがん末期の利用者を想定

短期入所療養介護の報酬

利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算

59

※ 加算・減算は主なものを記載

利用者の要介護度等に応じた基本サービス費
（基本型介護老人保健施設の多床室の場合）

○ 日帰りの場合（要介護者のみ）

○ 宿泊の場合

※ 加算・減算は介護老人保健施設の場合の主なものを記載

定員を超えた利用や人員配置基準に違反
（▲30％）

介護福祉士や常勤職員等
を一定割合以上配置
（サービス提供体制強化加算）

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ)3.9％ (Ⅱ)2.9％ (Ⅲ)1.6％
(Ⅳ)加算Ⅲ×0.9 (Ⅴ)加算Ⅲ×0.8

介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 2.1％ (Ⅱ) 1.7 ％

認知症行動・心理症状の方の
緊急的な受け入れ
（200単位/日）

若年性認知症利用者
の受け入れ

（120単位/日）

夜勤職員の手厚い配置
(注 宿泊のみ)

（24単位/日）

夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合
（▲3％）

個別リハビリテーション
の実施
（240単位/日）

重度者に対する医学的管
理と処置
（120単位/日）

緊急の利用者を受け入れた場合
注：要介護者のみ 開始日から7日間のみ）

（90単位／日）

・介護福祉士６割以上：18単位
・介護福祉士５割以上：12単位
・常勤職員等 ：６単位



出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

短期入所療養介護の請求事業所数

3,891 3,805 3,762 3,744 3,680 3,678 3,802 3,768 3,808 3,833 3,794 3,735 3,781 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。
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0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
1.1 1.3 1.3 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

6.6 5.8 5.7 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.6 6.7 6.9 7.1 

11.1 11.0 11.1 10.9 11.0 11.1 11.1 11.1 11.5 11.2 11.3 11.1 11.3 

14.4 14.9 15.0 13.8 13.0 12.8 12.7 12.2 12.6 12.2 12.0 11.8 11.9 

12.4 12.5 12.3 12.4 11.6 11.4 11.2 11.0 10.9 10.4 9.9 9.8 9.7 

9.4 9.0 9.1 9.8 
9.9 9.9 9.8 9.3 8.8 8.5 7.9 7.5 7.1 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

50.1 48.9

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

短期入所療養介護の受給者数

54.5 54.6 54.5
52.4 52.2 51.1 51.5

52.8

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

短期入所療養介護の費用額
（百万円）

739 743 680 596 528 533 542 540 590 597 590 627 

54,828 54,068 56,608 57,125 55,251 57,167 57,056 56,880 56,680 56,596 56,331 57,484 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

介護サービス 介護予防サービス

57,721 57,193
54,811

57,288 55,779 57,598 57,420 57,27057,700

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。

62

56,92155,567
58,111



10．特定施設入居者生活介護
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職種 配置基準 備考

管理者 原則専従１名 ・専従（支障がない場合は、施設内、同一敷地内の施設の他職務に従事可）

生活相談員 利用者：職員＝100：１ ・１人以上は常勤

看護職員・介護職員 利用者：職員＝３：１ ・要支援の場合は10：１

看護職員
（看護師・准看護師）

利用者30人以下 職員１人以上 ・１人以上は常勤

利用者31人以上 利用者50人ごとに１人 ・１人以上は常勤

介護職員 １人以上 ・要支援者に対しては、宿直時間帯は例外 ・１人以上は常勤

機能訓練指導員 １人以上 ・兼務可能

計画作成担当者（介護支援専門員） １人以上 ・専従（支障がない場合は、施設内の他職務に従事可）

設備基準

建物 ・耐火建築物 ・準耐火建築物

建
物
内

介護居室 ・原則個室 ・プライバシー保護 ・介護を行うために適当な広さ ・地階設置の禁止 ・避難上有効な出入口の確保

一時介護室 ・介護を行うために適当な広さ

浴室 ・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること

便所 ・居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること

食堂 ・機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること

機能訓練室 ・機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること

バリアフリー ・利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有すること

防災 ・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること

特定施設入居者生活介護の概要・基準

○ 特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療
養上の世話のことであり、介護保険の対象となる。

○ 特定施設の対象となる施設は以下のとおり。
① 有料老人ホーム ② 軽費老人ホーム（ケアハウス） ③ 養護老人ホーム

※ 「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる。

設備基準

人員基準
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※ 加算・減算は主なものを記載

要介護1

５３６
単位

要介護2

６０２
単位

要介護3

６７１
単位

要介護4

７３５
単位

要介護5

８０４
単位

要支援1

１８１
単位

要支援2

３１０
単位

利用者の要介護度に応じた基本サービス費
利用者の状態に応じたサービス提供や
特定施設の体制に対する加算・減算

【サービス提供体制強化加算】
（要件・単位）

・介護福祉士 60% ：18単位/日
・介護福祉士 50% ：12単位/日
・常勤職員 75% ：16単位/日
・長期勤続職員30% ：16単位/日

定員を超えた利用や人員配置基
準に違反 （▲30％）

【認知症専門ケア加算】
（要件・単位）

・ 認知症介護に係る研修の修了者を
一定数配置 等 ：３単位

・ 認知症介護の指導に係る研修の修
了者を一定数配置 等 ：４単位

【介護職員処遇改善加算】
(Ⅰ) 8.2%  (Ⅱ) 6.0% (Ⅲ) 3.3%
(Ⅳ) 加算Ⅲ×90% (Ⅴ) 加算Ⅲ×80％

【介護職員等特定処遇改善加算】
(Ⅰ) 1.8%           (Ⅱ) 1.2%

【個別機能訓練加算】( 要件・単位 ) 

・機能訓練指導員等が共同して個別機
能訓練計画を作成し、計画的に機能訓
練を実施 ：12単位/日

【夜間看護体制加算】( 要件・単位 )

・ 常勤の看護師を配置し、24時間の
連絡体制や健康上の管理を行う体
制の確保等 ：10単位/日

特定施設入居者生活介護の報酬（１日あたり）

【看取り介護加算】（要件・単位）

・ 死亡日以前4～30日 ：1,144単位
・ 前日・前々日 ：1,680単位
・ 当日 ：1,280単位

【入居継続支援加算】
（要件・単位）

・ 入居者のうち喀痰吸引等を必要と
する者が占める割合が一定以上で
ある場合において、介護福祉士の
数が入居者６に対して１以上配置
されていること ：36単位/日

【退院・退所時連携加算】
（要件・単位）

・ 医療提供施設から退院退所した者
を受け入れること ：30単位/日

【生活機能向上連携加算】
（要件・単位）
・ 外部の理学療法士等と共同して個

別機能訓練計画を作成し、計画的
に機能訓練を実施 ：200単位/月

【口腔衛生管理体制加算】
（要件・単位）

・ 歯科医師又は歯科衛生士が、介護
職員に口腔ケアに係る指導を月１
回以上行うこと：30単位/月

身体拘束についての記録を
行っていない等 （▲10％）

【栄養スクリーニング加算】
（要件・単位）

・１回につき５単位
・利用開始時及び利用中６月ごとに利

用者の栄養状態について確認を行
い、その情報を担当する介護支援
専門員に提供すること

【若年性認知症入所者受入加算】
（1日につき120単位）
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

特定施設入居者生活介護の請求事業所数

2,527 
2,899 

3,104 
3,360 

3,641 
3,972 

4,293 
4,563 

4,813 
5,027 

5,226 
5,412 

5,587 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※地域密着型特定施設入居者生活介護を含む。

※介護予防サービスは含まない。
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7.1 8.0 8.2 9.4 10.7 11.3 12.4 13.0 13.7 14.1 15.1 16.2 17.7 7.9 11.1 12.2 10.7 10.0 10.6 11.2 11.8 12.1 12.5 13.4 14.6 15.9 23.3 24.2 26.2 29.5 32.7 35.8 39.1 42.0 45.1 47.3 51.0 54.2 56.6 
17.9 

22.0 24.2 26.4 28.7 31.6 
34.4 36.7 38.3 40.2 

43.6 
46.1 

48.3 

16.8 
20.9 

24.2 24.6 
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27.6 
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31.9 
33.5 35.0 

37.4 
39.2 

41.0 

13.6 
16.9 

19.6 
22.4 

24.9 
27.7 

30.4 
32.8 

34.7 
36.4 

38.7 
41.3 

43.2 

8.8 

10.6 
12.4 

15.7 
19.3 

21.7 
23.5 

24.4 
25.8 

26.8 
27.5 

28.0 
28.5 

0.0
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150.0

200.0

250.0

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

95.8
113.8

127.0
138.7

151.9

180.6
166.2

192.7
203.4

212.7
226.9

239.6 251.2

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

特定施設入居者生活介護の受給者数
（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※地域密着型特定施設入居者生活介護を含む。

※経過的要介護は含まない。
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

特定施設入居者生活介護の費用額
（百万円）

21,982 26,097 25,206 24,240 25,161 26,871 28,366 29,901 25,058 26,428 29,112 32,292 

202,452 
235,613 

275,657 307,484 
342,796 

380,889 409,817 437,831 458,431 482,089 
519,804 

550,988 

0

100,000

200,000

300,000
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600,000

700,000

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

介護サービス

介護予防サービス

224,434

407,760
367,957

331,724
300,863

261,710

438,183
467,732

483,489
508,517

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※地域密着型特定施設入居者生活介護を含む。

※補足給付は含まない。
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11．福祉用具貸与・
特定福祉用具販売

69



【制度の概要】

○ 介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練
のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものに
ついて、保険給付の対象としている。

対象種目

【福祉用具貸与】＜原則＞

・ 車いす（付属品含む） ・ 特殊寝台（付属品含む）

・ 床ずれ防止用具 ・ 体位変換器

・ 手すり ・ スロープ

・ 歩行器 ・ 歩行補助つえ

・ 認知症老人徘徊感知機器

・ 移動用リフト（つり具の部分を除く)

・ 自動排泄処理装置

【給付制度の概要】
① 貸与の原則

利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよ
う、貸与を原則としている。

② 販売種目（原則年間10万円を限度）
貸与になじまない性質のもの（他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形
態・品質が変化し、再利用できないもの）は、福祉用具の購入費を保険給付の対象としている。

③ 現に要した費用
福祉用具の貸与及び購入は、市場の価格競争を通じて適切な価格による給付が行われるよう、保険給付における公定価
格を定めず、現に要した費用の額により保険給付する仕組みとしている。

【 厚生労働大臣告示において以下のものを対象種目として定めている 】

介護保険における福祉用具

【福祉用具販売】＜例外＞

・ 腰掛便座 ・ 自動排泄処理装置の交換可能部

・ 入浴補助用具（入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、

入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト）

・ 簡易浴槽

・ 移動用リフトのつり具の部分
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福祉用具貸与・販売の流れ

イ
ン
テ
ー
ク
（
面
接
）

ケ
ア
プ
ラ
ン

・本人の思い
・家族の思い
・心身機能
・生活動作能力
・医療情報
・環境情報
・家族情報
・その他

情

報

把

握

利
用
者
・
家
族
へ
の
説
明

サ
ー
ビ
ス
提
供
開
始

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

利
用
者
へ
の
同
意

計画書作成 説明と同意情報集約と課題の整理

福
祉
用
具
貸
与
・
販
売

計
画
書
作
成

福祉用具専門相談員（福祉用具貸与・販売事業所）が関与

【福祉用具貸与・販売計画に記載すべき事項】
利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏ま
えた
・ 利用目標
・ 利用目標を達成するための具体的なサービス内容
・ 福祉用具の機種と当該機種を選定した理由
・ 関係者間で共有すべき情報

（福祉用具使用時の注意事項等） 等

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売につい

ては、要介護者等の自立の促進及び介助者の

負担の軽減を図り、利用者の状態に応じた福祉

用具の選定を行うため、福祉用具貸与事業者及

び特定福祉用具販売事業者は、利用者ごとに個

別サービス計画（福祉用具貸与・販売計画）を作

成することとしている。

※特定福祉用具販売については、モニタリングの義務付けはない。 71



福祉用具貸与の仕組み

見直し内容

国が商品ごとに、当該商品の貸与価格の全国的な状況を把握。当該商品の全国平均貸与価格を公表

貸与事業者（福祉用具専門相談員）は、福祉用具を貸与する際、当該福祉用具の全国平均貸与価格と、その貸与

事業者の貸与価格の両方を利用者に説明。また、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示。（複数商品の提示

は30年4月施行）

適切な貸与価格を確保するため、貸与価格に上限を設定

※ 貸与価格の上限は商品ごとに設定する（当該商品の全国平均貸与価格＋１標準偏差）。

見直しの方向性

福祉用具貸与の見直し

徹底的な見える化等を通じて貸与価格のばらつきを抑制し、適正価格での貸与を確保する。
【平成30年10月施行】

○ 福祉用具は、対象者の身体状況等
に応じて交換ができるように原則貸与

○ 福祉用具貸与は、市場価格で保険給
付されており、同一商品（例：メーカーA
の車いすａ）でも、貸与事業者ごとに価
格差がある。

○ これは、貸与事業者ごとに、仕入価
格や搬出入・保守点検等に要する経費
に相違があるためである。

メーカーA
商品a

出荷

出荷

貸与事業者B

貸与事業者C

商品a 貸与価格
7,000円

利用者

福祉用具サービス
の説明

貸与契約

貸与事業者Ｄ
商品a 貸与価格

6,500円
商品a 貸与価格

6,000円

出荷

○ 利用者は、貸与に要する
費用の原則１割を負担

○ 残りの９割分は、介護報
酬として貸与事業者に支
払われる。

＊福祉用具…車いす、つえ、特殊寝台など
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○ 福祉用具については、平成30年10月から商品ごとに全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限
（全国平均貸与価格＋１標準偏差）を設け、貸与価格の適正化を図ってきたところ。

○ 全国平均貸与価格・貸与価格の上限は、施行後の実態も踏まえつつ、概ね１年に１度の頻度で見
直しを行うこととしていたが、平成30年度介護報酬改定検証・研究事業（福祉用具貸与価格の適正
化に関する調査研究事業）の結果や第170回社会保障審議会介護給付費分科会（平成31年４月10
日）における議論を踏まえ、今年度は見直しを行わず、令和元年10月に予定されている消費税増税
に伴う全国平均貸与価格・貸与価格の上限の引き上げ及び新商品に係る全国平均貸与価格の公表・
貸与価格の上限設定のみを行うこととし、今後の見直しについては、継続的に貸与価格の実態や経
営への影響等について調査を実施し、必要な検討を行っていくこととした。

○ これらに基づくこれまでの公表状況及び今後の公表予定は、以下のとおり。

平成30年度介護報酬改定以降の福祉用具全国平均貸与価格・貸与価格の上限の取扱い

・新商品77商品につき、消費税増税分を反映の上、公表し、令和２年１月より適用予定。
⇒ 以降、概ね３ヶ月に１度、新商品に係る全国平均貸与価格・貸与価格の上限を公表し、公表から半年後に適用を開始予

定。

平成30年10月～令和元年９月 令和元年10月～
2,807商品 初回公表価格を適用 ２回目公表価格を適用
419商品 適用なし ２回目公表価格を適用

平成30年７月（初回公表）

平成31年４月（２回目公表）

令和元年７月（３回目公表）

・2,807商品につき、公表。同年10月より適用。

・初回公表2,807商品及び新商品419商品につき、消費税増税分を反映の上、公表。同年10月より適用。
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（参考）福祉用具全国平均貸与価格・貸与価格の上限 適用期間

平成30年 平成31年 令和元年 令和２年

１回目

2,807
商品

２回目
419
商品
３回目
（今回公表）

77
商品

10月７月 ４月 ７月 10月 １月

※

※

※

公表 適用（当月貸与分より）※ 適用終了月未定
・１回目：「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について」（平成30年７月13日）
・２回目：「本年10月貸与分から適用される福祉用具全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について」（平成31年４月24日）
・３回目：「令和２年１月貸与分から適用される福祉用具全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について」（令和元年７月26日）

増税反映前

増税反映後

増税反映後

増税反映後
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態調査（旧：調査）」（各年４月審査分）

福祉用具貸与の請求事業所数

6,579 
6,276 6,328 6,425 

6,689 6,889 7,081 7,225 7,283 7,314 7,193 7,113 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。
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28.4 37.3 45.3 58.3 68.7 82.0 97.2 115.7 133.6 148.9 163.5 181.4 68.3 88.3 105.0 125.2 149.1 173.7 197.9 226.0 253.3 277.1 303.9 332.7 

84.7 101.0 131.4 160.9 188.0 218.0 249.9 
284.2 315.2 343.2 373.1 395.7 

244.0 265.1 
288.4 

319.0 
356.1 

389.5 
420.2 

453.9 
483.3 

511.0 
537.6 

560.4 

225.1 
245.0 

246.9 
244.9 

261.0 
278.2 

291.9 
307.4 

319.2 
332.0 

343.6 
354.5 

169.4 
178.4 

196.4 
202.8 

215.4 
226.9 

233.4 
240.8 

244.0 
251.4 

257.5 
262.8 

121.6 
125.7 

143.3 
156.4 

165.4 
169.0 

169.1 
169.8 

169.1 
169.9 

171.3 
172.8 

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

福祉用具貸与の受給者数

942.0
1041.2

1,157.0
1,267.9

1,537.9
1,660.3

1,798.7
1,918.5

2,034.6

1,404.3

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。

2,150.5
2,260.3
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

福祉用具貸与の費用額
（百万円）

9,358 11,150 13,384 15,699 18,190 20,784 23,871 27,293 30,483 34,039 37,756 

167,379 180,111 193,946 208,393 223,215 237,122 251,583 265,716 278,099 291,721 302,033 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

介護サービス

介護予防サービス

176,737
191,261

207,330
224,092

257,906
275,454

293,009
308,582

241,405

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。
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○ 特定福祉用具購入に係る給付費は、年間約１３７．４億円である（平成２８年度）
○ 要介護度別では、要介護２以下の者が給付件数の約７割を占めている。

特定福祉用具購入費の状況

出典：介護保険事業状況報告年報（平成28年度）出典：介護保険事業状況報告年報（各年度）
※ 給付費＝自己負担分を除く。

100.8 

109.9 111.8 113.2 

101.5 

112.3 

119.3 
124.8 
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138.0 138.6 139.6 140.2 138.1 137.4 
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140

150

（億円）
特定福祉用具販売の給付費（介護予防を含む）

要支援１

63千件

12.9%

要支援２

79千件

16.1%

要介護１
99千件
20.2%

要介護２
104千件

21.2%

要介護３
70千件
14.3%

要介護４
53千件
10.8%

要介護５
22千件

4.4%

特定福祉用具購入費の要介護度別給付件数
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12．住宅改修
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１ 住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき（＊）

は、必要な書類（住宅改修が必要な理由書等）を添えて、申請書を提出し、工事完成
後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改
修費の９割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額（20万円）の原則9割（18万円）が上限となる。

（＊）やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。

２ 住宅改修の種類
（１）手すりの取付け
（２）段差の解消
（３）滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
（４）引き戸等への扉の取替え
（５）洋式便器等への便器の取替え
（６）その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

３ 支給限度基準額
２０万円

・ 要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ ひとり生涯２０万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなった

とき（３段階上昇時）、また、転居した場合は再度２０万円までの支給限度基準
額が設定される。

介護保険制度における住宅改修
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○ 住宅改修に係る給付費は、年間４０５．２億円である（平成２８年度）。
○ 要介護度別では、要介護２以下の者が給付件数の約80％である。

介護保険制度における住宅改修費の状況

出典：介護保険事業状況報告年報（各年度）
※ 給付費＝自己負担分を除く。

383.2 
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（億円） 住宅改修費の給付費（介護予防を含む）

要支援１

95千件

20.7%

要支援２

90千件

19.7%

要介護１
98千件
21.5%

要介護２
78千件
17.1%

要介護３
48千件
10.6%

要介護４
35千件

7.6%

要介護５
13千件

2.8%

住宅改修費の要介護度別給付件数

出典：介護保険事業状況報告年報（平成２８年度）
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住宅改修の仕組み

見直し内容

事前申請時に利用者が保険者に提出する見積書類の様式（改修内容、材料費、施工費等の内訳が明確に把

握できるもの）を、国が示す

複数の住宅改修事業者から見積もりを取るよう、介護支援専門員等が利用者に対して説明することを義務化

建築の専門職や理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター、その他住宅改修に関する知見を備

えた者が適切に関与している事例や、住宅改修事業者への研修会を行っている事例等、保険者の取組の好

事例を広く横展開

見直しの方向性

住宅改修の見直し

住宅改修の内容や価格を、保険者が適切に把握・確認できるようにするとともに、利用者の適切な選択に資する
ための取組を進める。

○ 住宅改修を行おうとするときは、申請書に必要
な書類（理由書や見積書類）を添えて、工事前に
保険者に提出するとともに、工事完成後、保険者
の確認を受ける。

○ 工事価格の設定は住宅改修事業者の裁量によるほ
か、事業者により技術・施工水準のバラツキがある。

工事前・工事後に
支給申請

事業者の選択・
見積もり依頼

見積もり提出
契約・工事の施工

利用者

＊住宅改修…手すりの取付け、段差の解消など
○ 利用者は、住宅改修費の原則１割を負担
○ 支給限度基準額（上限20万円）の原則９割分

が利用者に支払われる（償還払い）。

住宅改修事業者

保険者
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13．居宅介護支援
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＜定義＞【法第８条第24項】

○居宅の要介護者が居宅サービス等の適切な利用ができるように、

① 要介護者の心身の状況、置かれている環境、要介護者や家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成

② 居宅サービス計画に基づくサービス提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整

③ 介護保険施設等への入所が必要な場合における紹介 等を行うこと。

＜人員基準＞【居宅介護支援 運営基準第２条･第３条】

○従業者：事業所ごとに常勤の介護支援専門員を１人以上配置（利用者35人：介護支援専門員１人を基準）

○管理者：事業所ごとに常勤専従の主任介護支援専門員（※）を配置

（※）令和３年３月までは、常勤専従の介護支援専門員の配置も可能とする経過措置あり。

１ 居宅介護支援

居宅介護支援･介護予防支援の概要･基準

＜定義＞ 【法第８の２条第16項】

○居宅の要支援者が介護予防サービス等の適切な利用ができるように、市町村が設置する地域包括支援センターが、

① 要支援者の心身の状況、置かれている環境、要介護者や家族の希望等を勘案し、介護予防サービス計画を作成

② 介護予防サービス計画に基づくサービス提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整 等を行うこと。

＜人員基準＞【介護予防支援 運営基準第２条･第３条】

○従業者：事業所ごとに担当職員（※）を１人以上配置
（※）①保健師、②介護支援専門員、③社会福祉士、④経験ある看護師、⑤高齢者保健福祉に関する相談業務等に３年以上従事

した社会福祉主事 のいずれかの要件を満たす者であって、介護予防支援業務に関する必要な知識及び能力を有する者。

○管理者：事業所ごとに常勤専従の者を配置

２ 介護予防支援
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入院時の病院等との連携
・入院後３日以内：200単位
・入院後７日以内：100単位

利用者の要介護度や取扱件数に応じた基本サービス費

退院･退所時の病院等との連携
・退院･退所時カンファレンスへの参加あり
（連携１回：600単位、連携２回：750単位、連携３回：900単位）

・退院･退所時カンファレンスへの参加なし
（連携１回：450単位、連携２回：600単位）

訪問介護等において特定の事業
所を位置付ける割合が80%を超
える場合 （▲200単位）

居宅介護支援の介護報酬のイメージ（1月あたり）

サービス担当者会議や定期的な
利用者の居宅訪問未実施、契約
時の説明不足等（▲50％）

要介護1･2 要介護3･4･5

居宅介護支援費Ⅰ 1,057単位/月 1,373単位/月

居宅介護支援費Ⅱ 529単位/月 686単位/月

居宅介護支援費Ⅲ 317単位/月 411単位/月

介護予防支援の介護報酬のイメージ（1月あたり）

※1 介護支援専門員（常勤換算）1人当たり40件を超えた場合、超過部分
のみに逓減制（40件以上60件未満の部分は居宅介護支援費Ⅱ、60件
以上の部分は居宅介護支援費Ⅲ）を適用

※2 取扱件数には介護予防支援受託者数を２分の1とした件数を含む

初回利用者へのケアマネジメン
トに対する評価 （300単位）

ケアマネジメント等の
質の高い事業所への評価

（Ⅰ：500単位、Ⅱ：400単位、
Ⅲ：300単位、Ⅳ：125単位）

初回利用者へのケアマネジメン
トに対する評価 （300単位）

居宅介護支援費Ⅰ
居宅介護支援費Ⅱ

居宅介護支援費Ⅲ

（介護支援専門員１人当たり取扱件数）

40件 60件

【報酬体系は逓減制】※１

※2

（686単位）
（411単位）

（1,373単位）
例：要介護３･４･５の場合

利用者の状態の急変等に伴い利
用者宅で行われるカンファレン
スへの参加 （200単位）

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算･減算

小規模多機能型居宅介護事業所との
連携 （300単位）431単位/月介護予防支援費

看護小規模多機能型居宅介護事業所との連携 （300単位）

小規模多機能型居宅介護事業所との連携 （300単位）

末期がん患者に対する頻回な居宅訪
問や主治医･事業者との連携に対する
評価 （400単位）

居宅介護支援･介護予防支援の報酬

・離島等の事業所が
サービスを提供した場合 （15％）

・中山間地域等の小規模事業所が
サービスを提供した場合 （10％）

・中山間地域等の利用者にサービスを
提供した場合 （５％）
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

居宅介護支援･介護予防支援の請求事業所数

3,490 3,859 3,987 4,117 4,134 4,224 4,392 4,492 4,541 4,704 4,834 4,960 5,072 

30,722 30,692 30,932 31,428 32,412 34,019 35,630 37,097 38,541 39,471 39,949 40,065 39,685 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成3１年

居宅介護支援

介護予防支援

34,212 34,551

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

34,919 35,545 36,546
38,243

40,022
41,589

43,082 44,175 44,783 45,025

（事業所）

44,757
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304.1 322.1 335.4 348.2 376.3 392.4 420.9 453.0 485.0 484.1 420.4 235.7 254.6 

323.4 407.1 436.8 445.8 458.7 492.2 524.1 554.5 584.4 589.4 533.6 

389.5 418.8 

606.4 516.2 529.1 575.6 612.6 654.8 708.6 758.9 806.9 848.4 
880.2 

906.5 925.1 

497.9 533.4 551.8 577.9 
614.7 

654.6 
683.8 

713.4 
741.8 763.8 786.1 

804.6 817.6 
344.1 376.8 393.5 387.9 

380.1 
394.6 

406.5 
418.6 

430.9 435.3 445.6 

454.1 459.9 

213.6 224.6 
229.7 

249.9 
255.4 

266.8 
276.7 

282.5 
288.8 286.8 293.7 

298.6 300.8 

140.4 139.5 
141.8 

162.2 
176.4 

184.5 
188.4 

188.2 
188.5 185.5 185.7 

186.3 186.5 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

居宅介護支援･介護予防支援の受給者数

2,461.2 2,522.1 2,618.5
2,748.0

3,040.4
3,209.8

3,369.6
3,527.1 3,545.9

2,874.6

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。

3,594.2

3,275.9 3,364.2
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

居宅介護支援･介護予防支援の費用額
（百万円）

34,980 37,921 41,001 43,111 45,407 48,554 51,784 55,302 59,629 55,194 40,381 35,961 

248,509 254,878 
302,046 325,372 345,367 367,172 385,447 402,215 

426,406 434,872 448,165 465,403 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

居宅介護支援

介護予防支援

283,489 292,799

343,047
368,483

415,726
437,231

457,517
490,066

390,774

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。

486,035 488,546 501,364
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14．定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
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○ 訪問介護などの在宅サービスが増加しているものの、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を２４時間支える仕組みが不足している
ことに加え、医療ニーズが高い高齢者に対して医療と介護との連携が不足しているとの問題がある。

○ このため、①日中・夜間を通じて、②訪問介護と訪問看護の両方を提供し、③定期巡回と随時の対応を行う「定期巡回・ 随時対応型訪問介護
看護」を創設（平成24年４月）。

月

火

水

木

金

土

日

水分補給
更衣介助

排せつ介助
食事介助
体位交換

排せつ介助
食事介助

0時 2時 4時 6時 8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時

通所介護

通所介護

定期巡回

随時訪問

訪問看護

オペレーター

随時対応

利用者からの通報により、
電話やICT機器等による応対・訪
問などの随時対応を行う

通報
定期巡回型訪問

定期巡回型訪問

訪問介護と訪問看護が一体的
又は密接に連携しながら、
定期巡回型訪問を行う

＜定期巡回・随時対応サービスのイメージ＞

＜サービス提供の例＞

・日中・夜間を通じてサービスを受けるこ
とが可能

・訪問介護と訪問看護を一体的に受ける
ことが可能

・定期的な訪問だけではなく、必要なとき
に随時サービスを受けることが可能

体位変換
水分補給

定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護の概要

〇「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、

・定期巡回訪問、または、随時通報を受け利用者（要介護者）の居宅を介護福祉士等が訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃
除等の家事等を行うとともに、看護師等による療養上の世話や診療の補助を行うもの（訪問看護を一体的に行う場合）

または

・定期巡回訪問、または、随時通報を受け訪問看護事業所と連携しつつ、利用者（要介護者）の居宅を介護福祉士等が訪問し、入浴・排せつ・
食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を行うもの（他の訪問看護事業所と連携し訪問看護を行う場合）

のうち、いずれかをいう。

経緯

定義

90



職種 資格等 必要な員数等

訪問介護員等

定期巡回サービスを行う

訪問介護員等
介護福祉士

実務者研修修了者

初任者研修修了者

旧介護職員基礎研修

旧訪問介護員１級

旧訪問介護員２級

・ 交通事情、訪問頻度等を勘案し適切に定期巡回サービスを提供する
ために必要な数以上

随時訪問サービスを行う

訪問介護員等

・ 常時、専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員が１以上確
保されるための必要数（利用者の処遇に支障がない場合、定期巡回
サービスに従事することができる。）

・ オペレーターが随時訪問サービスを行う訪問介護員等を兼務可能。

看護職員

うち１名以上は、

常勤の保健師又は

看護師とする

保健師

看護師、准看護師

PT、OT、ST

・ ２．５以上（併設訪問看護事業所と合算可能）

・ 常時オンコール体制を確保

看護師、介護福祉士等(※)

のうち、常勤の者１人以上

＋

１年以上訪問介護のサービス

提供責任者として従事した者

・ 利用者の処遇に支障がない範囲で、当該施設の他職種及び同一敷地

内の他の事業所・施設等（特養・老健等の夜勤職員、訪問介護のサー

ビス提供責任者、夜間対応型訪問介護のオペレーター）との兼務可能

オペレーター

上記の従業者のうち、１人以上を

計画作成責任者とする。

看護師、介護福祉士等(※)

のうち、１人以上

管理者
・ 常勤・専従の者（当該事業所の職務や併設事業所の管理者等との兼

務を認める。）

（注） ･･･介護・看護一体型にのみ配置が必要となる職種（介護･看護連携型の場合は連携先の訪問看護事業所に配置される）

※１ 訪問介護員等については、利用者の処遇に支障がない範囲で、他の施設等（加配されている者に限る）との兼務可能
※２ 「オペレーションセンター」の設置は設備基準としては求めず、地域を巡回しながら適切に随時のコールに対応する形態も可能
※３ 利用者がコールを行う、オペレーターがコールを受ける際の機器は、一般に流通している通信機器等の活用が可能
※４ オペレーターの資格について、旧訪問介護員２級及び初任者研修修了者は３年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者

（※）・・・看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準
必要となる人員・設備等
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定期巡回・随時対応サービスの人員配置例

随時訪問従事者 定期巡回従事者 オペレーター
看護職員

（一体型のみ）
同一敷地内の
訪問介護事業所

⇒ 事業の実施方法等に応じた柔軟な人材配置が可能

１人以上
24時間通して訪問介護員が、定期巡回、随時訪問、オペレーター（※）の全ての職
種を兼務することが可能（※利用者の処遇に支障がない範囲で、当該施設の他職種
及び同一敷地内の他の事業所・施設等（特養・老健等の夜勤職員、訪問介護のサー
ビス提供責任者、夜間対応型訪問介護のオペレーター）との兼務を認めている。）

2.5人

指定訪問看
護サービス
の提供も可
能。（2.5人
は一体的に
計算）

１人以上
連携型の場合
は、自事業所
に配置不要24時間を通して訪問介護員が、定期巡回、随時訪問の職種を兼

務すること、オペレーターを外部にて配置することが可能

または

・複数事業所間での集
約化

・併設施設等の職員活
用により単独配置不
要

※別法人でも可



定期巡回・随時対応型訪問介護看護の報酬

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する加算・減算

利用開始日から
30日以内の期間

（30単位／日）

包括ｻｰﾋﾞｽとしての総合
的なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

（1,000単位／月）

死亡日及び死亡日前14日以内に
実施したターミナルケアを評価

（2,000単位/死亡月）

退院退所時、医師等と
共同指導した場合
（600単位／回）

市町村が定める要
件を満たす場合
（上限500単位）

緊急時の訪問看護サービスの
提供

（315単位／月）

（注１）点線枠の加算は、区分支給限度基準額の算定対象外 （注２） は、一体型事業所のみ算定。

通所系サービス又は短期入所系サービスを利用した場合の減算
通所系サービス利用１日当たり△62単位～△322単位
短期入所系ｻｰﾋﾞｽ利用時は、短期入所系ｻｰﾋﾞｽの利用日数に応じて日割り計算

医師の指示に基づく看護を受ける者に算定される部分
（看護職員による療養上の世話又は診療の補助）

※ 訪問看護を利用しない者・医療保険適用者は算定しない

利用者の要介護度に応じた基本サービス費

一体型事業所

介護・看護利用者 介護利用者

要介護１ ８，２８７単位 ５，６８０単位

要介護２ １２，９４６単位 １０，１３８単位

要介護３ １９，７６２単位 １６，８３３単位

要介護４ ２４，３６１単位 ２１，２９３単位

要介護５ ２９，５１２単位 ２５，７５２単位

連携型事業所

介護分を評価

５，６８０単位

１０，１３８単位

１６，８３３単位

２１，２９３単位

２５，７５２単位

２，９４５単位

３，７４５単位

連携先訪問看護事業所を
利用する場合の訪問看護費

（連携先で算定）

基本報酬は事業所の形態及び
訪問看護の利用の有無により異なる

（下図参照）

要介護度に応じて全ての者に算定される部分
○定期巡回サービス
○随時の対応サービス
○看護職員による定期的なアセスメント

※加算・減算は主なものを記載

同一建物に居住する利用者に対するサービス提供
（△600単位／月 or △900単位／月 ）

介護福祉士や常勤職員等の割合や職員研修の実施等
の要件を満たす場合

・介護福祉士4割以上：640単位
・介護福祉士3割以上：500単位
・常勤職員等3割以上：350 単位

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ職
との連携
・加算Ⅰ：

100単位／月
・加算Ⅱ：

200単位／月

【介護職員処遇改善加算】
(Ⅰ)13.7％ (Ⅱ)10.0％ (Ⅲ)5.5％
(Ⅳ)加算Ⅲ×0.9  (Ⅴ)加算Ⅲ×0.8

【介護職員等特定処遇改善加算】
(Ⅰ) 6.3％ (Ⅱ)4.2 ％

中山間地域等でのｻｰﾋﾞｽ提供(５％・10％・15％)

准看護師による訪問看護
（ ▲２％/月）
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の請求事業所数
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（平成２４年４月創設の当該サービスは、平成２４年４月審査分に入らない。）

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の受給者数

2.1

6.6

10.1

13.8

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。

※平成２４年４月創設 95
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の費用額
（百万円）
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※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。

※平成２４年４月創設
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15．夜間対応型訪問介護
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常駐オペレータ

定期巡回

基本的には、利用対象者３００人程度を想定

人口規模にすれば２０万程度

まずは都市部でのサービス実施を想定

定期巡回を利用
する人もいる

随時対応
利用者からの通報に
より随時訪問を行う

定期巡回

通報

利用者はケ
アコール端
末を持つ

＜夜間対応型訪問介護のイメージ図＞
※ 夜間の訪問介護のみを実施
するサービス類型であり、日中
の訪問介護は含まれない。

夜間対応型訪問介護の概要

〇在宅にいる場合も、夜間を含め２４時間安心して生活できる体制の整備が必要であるとの考えから、平成１８年４月に、夜
間における「定期巡回」と「通報による随時対応」を合わせた「夜間対応型訪問介護」が創設された（夜間における訪問介護
サービスの提供のみを想定したサービス類型）。

経緯

〇「夜間対応型訪問介護」とは、夜間において、定期巡回訪問、または、随時通報を受け利用者（要介護者）の居宅を介護福
祉士等が訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等の提供を行うものをいう。

定義
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夜間対応型訪問介護

サービス内容 ・夜間における身体介護

人
員
基
準

オペレーター

・提供時間帯を通じて1以上
・定期巡回サービス及び同一敷地内の指定訪問介護事業所並びに指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の職務への従事可能
※オペレーションセンターを設置しない場合は配置不要

面接相談員
・１以上（オペレーター又は訪問介護員等との兼務可）
※オペレーションセンターを設置しない場合は配置不要

計画作成責任者 －

定期巡回サービスを行う訪問介護
員等

・必要な数以上

随時訪問サービスを行う訪問介護
員等

・提供時間帯を通じて１以上
・定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の職務に従事することができる

オペレーションセンター ・通常の事業の実施地域内に1か所以上設置（設置しなくても可）

計画の作成
・オペレーター又は面接相談員が作成
※オペレーションセンターを設置しない場合は訪問介護員等が作成

夜間対応型訪問介護の基準
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指定夜間対応型訪問介護のイメージ（1月あたり）

基本サービス費 事業所の体制に対する加算・減算

オペレーション
サービスの利用

1,013単位/月

定期巡回サービス
379単位／回

随時サービス
578単位／回

（2人で訪問する場合は
778単位／回）

市町村独自の要件
（上限300単位）

介護福祉士等を一定割合以上
配置＋研修等の実施 （※）

（① 18、12単位／回、
②126、84単位／月）

日中のオペレーション
サービスの実施

（610単位）

※ 加算・減算は主なものを記載

2,751単位/月

②オペレーションセンター未設置

※設置していても事業者が選択可能

①オペレーションセンター設置

（注）※印の加算については、以下のとおり算定する。
オペレーションセンター設置 ：18、12単位／回
オペレーションセンター未設置：126、84単位／月

夜間対応型訪問介護の報酬

100

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合
・ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者

20人以上にサービスを行う場合 （▲10％/回）
・ 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

（▲15％/回）

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ)13.7％ (Ⅱ)10.0％
(Ⅲ)5.5％ (Ⅳ)加算Ⅲ×0.9
(Ⅴ)加算Ⅲ×0.8

介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 6.3％ (Ⅱ)4.2 ％



出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

夜間対応型訪問介護の請求事業所数
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※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

夜間対応型訪問介護の受給者数
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（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。 102
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

夜間対応型訪問介護の費用額

（百万円）

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。
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16．療養通所介護

104



療養通所介護の概要・基準

・人員基準

・設備基準

・定員 １８人以下

必要となる人員・設備等

専用の部屋
• 利用者１人につき6.4平方メートル以上であって、明確に区分され、他の部屋等から完

全に遮断されていること

看護職員又は
介護職員

• 利用者の数が1.5に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に
当たる者が1以上確保されるために必要と認められる数以上

• うち１人以上は常勤の看護師であって、専ら指定療養通所介護の職務に従事する者

• 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り
その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能
の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の
社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担
の軽減を図るものでなければならない。

基本方針
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サービス提供内容・時間に応じた
基本サービス費

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算

３時間以上
６時間未満

６時間以上
８時間未満

1,012単位

1,519単位 中山間地域等での
サービス提供 （＋５％）

定員を超えた利用や
人員配置基準に違反

（▲30％）

事業所と同一建物に居住する
者又は同一建物から利用する
者に地域密着型通所介護を行

う場合 （▲94単位/日）

入浴介助体制強化加算
（60単位/日）

個別送迎体制強化加算
（210単位/日）

※点線枠の加算は区分支給限度基準額の枠外

送迎を行わない場合
（片道▲47単位/日）

介護福祉士や常勤職
員等を一定割合以上配
置 【サービス提供体制強
化加算Ⅲ】

・常勤職員等 ： ６単位／回

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

栄養スクリーニング
加算（6月に1回）

（５単位/回）

(Ⅰ) 10.2％ (Ⅱ) 7.4％ (Ⅲ) 4.1％
(Ⅳ)加算Ⅲ×0.9  (Ⅳ)加算Ⅲ×0.8

療養通所介護の報酬

(Ⅰ) 1.2％ (Ⅱ) 1.0％
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

療養通所介護の請求事業所数
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※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

（請求事業所数は、通所介護（療養通所介護事業所）の値を使用している）

※介護予防サービスは含まない。
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【出典】介護給付費等実態統計（旧：調査）（各年４月審査分）特別集計
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療養通所介護 要介護度別算定回数の推移

108

○ 利用者の内訳では要介護３～５の利用者が太宗を占め要介護５の算定回数は７割を占める

※ 平成28年4月から地域密着型に移行



17．認知症対応型通所介護
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＜単独型・併設型＞

○単位ごとの利用定員は、１２人以下

＜共用型＞

○介護保険の各サービスのいずれかについて３年以上実
績を有している事業所･施設であることが要件

○利用定員は、認知症対応型共同生活介護事業

所はユニットごとに、地域密着型介護福祉施設等

は各事業所ごとに、 １日当たり３人以下

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設はユニット

ごとに入居者との合計が１２人以下

【利用者】

＜単独型・併設型＞

○食堂、機能訓練室、静養室、 相談室及び事務室

のほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な

設備等を備える

○食堂及び機能訓練室

３㎡×利用定員以上の面積

＜単独型・併設型＞

○生活相談員 １人（事業所のサービス提供時

間に応じて１以上配置）

○看護職員又は介護職員

２人（１人＋単位のサービス提

供時間に応じて１以上配置）

○機能訓練指導員 １人以上

○管理者 厚生労働大臣が定める研修を

修了している者が、常勤専従

＜共用型＞

○従業者の員数 （認知症対応型共同生活介護

事業所等の）各事業ごとに規定する従業者の

員数を満たすために必要な数以上

○管理者厚生労働大臣が定める研修を修了して

いる者が、常勤専従

【設備】

【人員配置】

認知症（急性を除く）の高齢者に対して、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行い、高齢者の社会的孤立感の解消及び
心身の機能の維持並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることとする。

認知症対応型通所介護の概要・基準
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単独型（併設型）

８
～
９

時
間

共用型

８
～
９

時
間

認知症対応型通所介護の報酬

サービス提供時間、利用者の要介護度及び
事業所類型に応じた基本サービス費

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護の介護報酬のイメージ（1回あたり）

※加算・減算は主なものを記載

入浴介助の実施
（50単位）

個別機能訓練の実施
（27単位）

若年性認知症利用者の受け
入れ （60単位）

介護福祉士や3年以上勤務
者を一定以上配置 (18単位、
12 単位、6単位)

口腔機能向上サービスの実
施（150単位／回）

定員を超えた利用や人員配
置基準に違反

（▲30％）

※括弧内は併設型

1,021
単位

要介護１ ２ ３ ４ ５要支援１ ２

1,465
単位1,355

単位1,242
単位1,132

単位986
単位

883
単位

（1,314）
（1,215）

（1,115）
（1,015）

（917）
（886）（794）

537
単位

要介護１ ２ ３ ４ ５要支援１ ２

615
単位594

単位575
単位556

単位526
単位498

単位

※ その他、２～３時間、３～４時間、４～５時間、５～６時間、
６～７時間、７～８時間のサービス提供時間がある。

また、上記の時間を超える場合も最大５時間の延長

認知症対応型通所介護と同
一の建物に居住する者への
サービス提供

（▲94単位）

送迎を行わない場合
（▲47単位）※

※ 片道につき

111

生活機能向上連携加算
（200単位／月）

※個別機能訓練加算を算定して
いる場合は、100単位

【介護職員処遇改善加算】
(Ⅰ) 10.4%  (Ⅱ) 7.6%  (Ⅲ) 4.2%
(Ⅳ) 加算Ⅲ×90% (Ⅴ) 加算Ⅲ×80％

【介護職員等特定処遇改善加算】
(Ⅰ) 3.1%           (Ⅱ) 2.4%

事情により、２～３時間の利用
の場合
（4～5時間の単位から▲37％）

栄養改善サービスの実施
（150単位／回）
栄養スクリーニング加算

（５単位）※６月に１回を限度



出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

認知症対応型通所介護の請求事業所数

3,098 
3,277 

3,455 
3,611 3,735 3,770 3,787 3,719 3,645 3,541 3,439 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。
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要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

57.8

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

認知症対応型通所介護の受給者数

50.7
54.4

58.8 59.6 59.1 59.2 58.3
56.8

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

認知症対応型通所介護の費用額
（百万円）

412 429 409 436 507 520 544 574 584 579 604 

63,861 
69,807 

75,090 

79,388 

85,387 
85,724 

86,484 
86,826 

85,657 
86,245 

85,213 
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40,000
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70,000
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90,000

100,000

介護サービス

介護予防サービス

79,824
75,499

70,236
64,273

85,894 86,224 87,028 87,400 86,241

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。
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18．認知症対応型共同生活介護
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○１事業所あたり１又は２の共同生活住居（ユニット）を運営
（※）

○１ユニットの定員は、5人以上9人以下

※地域の実情により効率的運営に必要と認められる場合
は、３つの共同生活住居を設けることができる。

【利用者】

○住宅地等に立地

○居室は、７．４３㎡ （和室４．５畳）以上 で原則個室

○その他

居間・食堂・居間・台所・浴室、消火設備その他非常

災害に際して必要な設備

○介護従業者

日中：利用者３人に１人（常勤換算）

夜間：ユニットごとに１人

○計画作成担当者

ユニットごとに１人 （最低1人は介護支援専門員）

○管理者

３年以上認知症の介護従事経験があり、厚生労働大臣
が定める研修を終了した者が常勤専従

【設備】

【人員配置】

認知症（急性を除く）の高齢者に対して、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の

介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活を営めるようにする。

認知症対応型共同生活介護の概要・基準

【運営】

○運営推進会議の設置

・利用者・家族・地域住民・外部有識者等から構成

・外部の視点で運営を評価
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認知症対応型共同生活介護の報酬

要介護
1

761
単位
(749)

要介護
2

797
単位
(784)

要介護
3

820
単位
(808)

要介護
4

837
単位
(824)

要介護
5

854
単位
(840)

利用者の要介護度に応じた基本サービス費

定員を超えた利用や
人員配置基準に違反

（▲30％）

夜勤を行う職員の
勤務条件基準を満
たさない場合

（▲3％）

若年性認知症利用者
の受入

（120単位）

利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の介護報酬のイメージ（1日あたり）

※ 加算・減算は主なものを記載

看取り介護の実
施

要支援
2

757
単位
(745)

退去時相談援助の
実施

（400単位）※ １

専門的な認知症ケア
の実施
（3単位、4単位）

介護福祉士、常勤職
員又は3年以上勤務
者を一定以上配置
(18単位、
12 単位、6単位)

※１ 利用者１人につき１回を限度 ※２ 月単位で加算を算定 ※３ ６月に１回を限度

※ 括弧内は2ユニット以上

死亡日前4～30日: 
144単位

前日及び前々日:
680単位

当日: 1,280単位
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身体拘束適正化未
実施

（▲10％）

医療連携体制加算
（Ⅰ 39単位）
（Ⅱ 49単位）
（Ⅲ 59単位）

生活機能向上連携
加算

（200単位）※ ２

口腔衛生管理体制加
算（30単位）※ ２

栄養スクリーニング
加算（５単位）※ ３ 夜勤職員又は宿直職

員の手厚い配置
（1ユニット 50単
位）（２ユニット以上
25単位）

【介護職員処遇改善加算】
(Ⅰ) 11.4%  (Ⅱ) 8.1%  
(Ⅲ) 4.5% (Ⅳ) 加算Ⅲ×90%
(Ⅴ) 加算Ⅲ×80％

【介護職員等
特定処遇改善加算】

(Ⅰ) 3.1%           (Ⅱ) 2.3%

初期加算
（30単位）



出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

認知症対応型共同生活介護の請求事業所数

9,712 10,041 
10,676 

11,378 
11,837 

12,289 
12,776 12,985 13,192 13,499 13,674 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。
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要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

認知症対応型共同生活介護の受給者数

139.9
145.9

166.4 174.5
180.6 187.6 191.4

155.7

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

認知症対応型共同生活介護の費用額
（百万円）

2,670 2,572 2,372 2,288 2,477 2,437 2,522 2,524 2,648 2,917 3,365 

430,462 

454,202 

480,379 

518,118 

559,423 

580,509 

604,676 

616,466 

627,683 

661,255 

682,789 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

介護サービス

介護予防サービス

433,132
456,774

482,751

561,900
582,946

607,198 618,990

520,406

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。
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19．小規模多機能型居宅介護
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小規模多機能型居宅介護の概要

利用者の自宅

在宅生活の支援

様態や希望により、 「訪問」

小規模多機能型居宅介護事業所

「訪問」

人員配置は固定にせず、柔軟な業務遂行を可能に。

様態や希望により、

「泊まり」

○１事業所の登録定員は29名以下
○「通い」の利用定員は登録定員

の2分の1～15名の範囲内（一定
の要件を満たす場合は最大18
名）

○「泊まり」の利用定員は通いの利
用定員の3分の1～9名の範囲内

「通い」を中心とした利用

○居間及び食堂は機能を十分
に発揮しうる適当な広さ

○泊まりは４．５畳程度で プライ
バシーが確保できるしつらえ

○介護・看護職員
日中：通いの利用者

３人に１人
＋訪問対応１人

夜間：泊まりと訪問対応で
２人（１人は宿直可）

○介護支援専門員１人

○要介護度別の月単位の定額報酬

《利用者》 《設 備》《人員配置》

どのサービスを利用しても、なじみの職員によるサー
ビスが受けられる。

運営推進会議

利用者、利用者の家族、地域住民、市町
村の職員、地域包括支援センターの職員等
による会議において、おおむね２月に１回以
上、活動状況等について協議・報告・評価を
行う。

○ 外部の視点の評価による地域に開かれた
サービス

○ サービスの質の確保

運営推進会議の効率化や、事業所間
のネットワーク形成の促進等の観点
から、一定の要件を満たす場合は、
複数の事業所の合同開催が可能

〇「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで、中重度となっても在
宅での生活が継続できるよう支援するため、小規模多機能型居宅介護が創設された（平成１８年４月創設）。

経緯

〇「小規模多機能型居宅介護」は、利用者（要介護者）の心身の状況や置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、居宅に訪問し、また
は施設に通わせ、もしくは施設に短期間宿泊させ、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等や機能訓練を行うものをいう。

定義
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本体事業所 サテライト型事業所

代表者
認知症対応型サービス事業開設者研修を修
了した者

本体の代表者

管理者
認知症対応型サービス事業管理者研修を修
了した常勤・専従の者

本体の管理者が兼務可能

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者

日中

通いサービス 常勤換算方法で３：１以上 常勤換算方法で３：１以上

訪問サービス
常勤換算方法で１以上（他のサテライト型事業
所の利用者に対しサービスを提供することが
できる。）

１以上（本体事業所又は他のサテライト型事業
所の利用者に対しサービスを提供することがで
きる。）

夜間

夜勤職員
時間帯を通じて１以上（宿泊利用者がいない場
合、置かないことができる。）

時間帯を通じて１以上（宿泊利用者がいない場
合、置かないことができる。）

宿直職員 時間帯を通じて１以上
本体事業所から適切な支援を受けられる場合、
置かないことができる。

看護職員
小規模多機能型居宅介護従業者のうち
１以上

本体事業所から適切な支援を受けられる場合、
置かないことができる。

介護支援専門員
介護支援専門員であって、小規模多機能型
サービス等計画作成担当者研修を修了した者
１以上

小規模多機能型サービス等計画作成担当者研
修を修了した者 １以上

※ 代表者・管理者・看護職員・介護支援専門員・夜間の宿直者（緊急時の訪問対応要員）は、本体との兼務等により、サテライト型事業所に配置しない
ことができる。

小規模多機能型居宅介護の基準
必要となる人員・設備等
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利用者の要介護度・要支援度に応じた
基本サービス費

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算

登録日から30日以内のｻｰﾋﾞｽ
提供

（30単位／日）

基準を上回る
看護職員配置※

（900単位,700単
位,480単位/月）

認知症の者へのｻｰﾋﾞｽ提供※
（800単位、500単位／月）

若年性認知症の者へのｻｰﾋﾞｽ提供
（800単位、450単位／月）

中山間地域等でのｻｰﾋﾞｽ提供
（5％）

定員を超えた利用や人員配置基準に
違反

（▲30％）

サービスの提供が過少である事
業所

（▲３0％）

（注１）※印の加算については、指定小規模多機能型居宅介護にのみ適用。（指定介護予防小規模多機能型居宅介護には適用されない。）
（注２）点線枠の加算は、限度額に含まれない。

市町村独自の要件※
（上限1,000単位）

小規模多機能型居宅介護の報酬

要介護
１

10,364
単位

要介護
2

15,232
単位

要介護
3

22,157
単位

要介護
4

24,454
単位

要介護
5

26,964
単位

要支援１
3,418
単位

要支援
2

6,908
単位

（１）同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合

要介護
１

9,338
単位

要介護
2

13,724
単位

要介護
3

19,963
単位

要介護
4

22,033
単位

要介護
5

24,295
単位

要支援１
3,080
単位

要支援
2

6,224
単位

（２）同一建物に居住する者に対して行う場合

訪問サービスの提供体制の
強化※（1,000単位／月）

包括サービスとしての総合
的なマネジメント

（1,000単位／月）

看取り期の連携体制の構築※
（64単位／日）

介護福祉士や常勤職員等の割合や職員研修の
実施等の要件を満たす場合（ｻｰﾋﾞｽ提供体制
強化加算）

・介護福祉士5割以上：640単位
・介護福祉士4割以上：500単位
・常勤職員等 ：350単位

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ職
との連携

（200単位・
100単位／

月）

栄養スクリーニング加算
（５単位／回）

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ)10.2％ (Ⅱ)7.4％
(Ⅲ)4.1％ (Ⅳ)加算Ⅲ×0.9
(Ⅴ)加算Ⅲ×0.8

介護職員等特定処遇改善加算

(Ⅰ) 1.5％ (Ⅱ)1.2％
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

小規模多機能型居宅介護の請求事業所数

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

小規模多機能型居宅介護の受給者数

6.2

20.1

31.8

41.0

61.4

72.2
79.5

87.3
95.6

50.9

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

小規模多機能型居宅介護の費用額
（百万円）

1,074 2,039 2,812 3,356 4,040 5,304 6,126 6,956 7,823 8,659 9,624 8,659 
28,399 

55,667 
80,980 

102,321 
125,263 

155,056 
172,455 

188,616 
208,523 222,066 

239,929 
222,066 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

介護サービス

介護予防サービス

29,473
57,706

83,792

105,677
129,303

160,360
178,581

195,572
216,346

230,725

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。
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20．看護小規模多機能型居宅介護
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129

○ 主治医と看護小規模多機能型居宅介護事業所の密接な連携のもと、医療行為も含めた多様なサービスを24時間365日利用することができる。
※ 医療ニーズへの対応が必要な利用者に対して、小規模多機能型居宅介護事業所では対応できなかったが、看護小規模多機能型居宅介護事業所では対応でき

る。

○看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が、「通い」、「泊まり」、「訪問（看護・介護）」のサービスを一元的に管理するため、利用者
や家族の状態に即応できるサービスを組み合わせることができる。

看護小規模多機能型居宅介護の概要

登録利用者への看護小規模多機能型居宅介護の提供

・協力医療機関 ・協力歯科医療機関
・バックアップ施設（介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、病院等）

・主治医・地域住民の代表者
・市町村又は地域包括

支援センターの職員等

通い
泊まり

自宅
訪問

（看護･介護）

がん末期の看取り期・
病状不安定期における在宅

生活の継続支援

家族へのレスパイトケア、相
談対応による不安の軽減

退院直後の在宅療養
生活へのスムーズな

移行支援

登録利用者以外の地
域住民に対しても訪
問看護を提供
（指定訪問看護事業所の
指定を併せて受けている

場合）

○登録定員：29名以下 （通い定員18名以下・宿泊定員9名以下）
○主な人員：常勤換算2.5以上の看護職員（うち常勤保健師又は

看護師1以上）、 専従の介護支援専門員、その他職員

医療ニーズの高い利用者の状況に応じたサービスの
組み合わせにより、地域における多様な療養支援を行う

登録利用者
以外への
訪問看護

入院・休日
夜間の対応

密接な連携
訪問看護指示

運営推進会議
等による連携

看護小規模多機能型居宅介護事業所

129



看護小規模多機能型居宅介護の基準等 ①

基準項目
看護小規模多機能型居宅介護

（本体事業所）

サテライト型看護小規模・
小規模多機能型居宅介護事業所

（小多機は太字を除く）

代表者

○ 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、小規模多機
能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、複合型サービス事業所等の従業者又
は訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験、又は保健医療サービスもしくは福祉
サービスの経営に携わった経験があり、厚生労働大臣が定める研修（認知症対応型サービス事業開
設者研修）を修了した者、又は保健師若しくは看護師

本体の代表者

管理者

○ 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、小規模多機
能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、複合型サービス事業所等の従業者
又は訪問介護員等として、３年以上認知症である者の介護に従事した経験があり、厚生労働大臣が
定める研修（認知症対応型サービス事業管理者研修）を修了した者、又は保健師若しくは看護師

○ 常勤専従かつ管理上支障が無い場合は、「認知症対応型共同生活介護事業所」「地域密着型特定
施設」「地域密着型介護老人福祉施設」「指定介護療養型医療施設」「介護医療院」を併設する場
合、一体的な運営をしていれば兼務可能（同一時間帯で職員の行き来を認める）

本体の管理者が兼務可能

従
業
者
の
員
数

日中

通 い
サ ー
ビ ス

○ 常勤換算法で利用者３人に対し１以上（１以上は保健師、看護師又は准看護師）
○ 人員配置は各サービスに固定にせず、柔軟な業務遂行が可能

本体事業所と同様

訪 問
サ ー
ビ ス

○ 常勤換算法で２人以上（１以上は保健師、看護師又は准看護師）
※サテライト型事業所の利用者に対しサービス提供することもできる

看多機：２人以上の配置
小多機：常勤換算法で１人以上
※本体事業所又は他のサテライト型事業所の

利用者に対しサービス提供が可能

夜間

夜 勤
職 員

○ 泊まりサービス及び訪問サービス提供：２人以上（うち１人は宿直勤務可）※泊まりサービスの利用者
がいない場合訪問サービス提供のために必要な連絡体制を整備しているときは、夜間・深夜の時間
帯を通じて宿直勤務及び夜間・深夜の勤務を行う従業員を置かないことができる

本体事業所と同様

宿 直
職 員

○ 夜間、深夜の時間帯を通じて１人以上 ※看護職員との連絡体制の確保は必要
※本体事業所から適切な支援を受けられる

場合、置かないことができる。

看
護
職
員

○ 常勤換算法で保健師、看護師又は准看護師が２．５人以上
（通い及び訪問サービス従業者のうち１以上は常勤の保健師又は看護師）

常勤換算法で１．０人以上
（小多機は置かないことが可能）

※訪問看護事業所の指定を併せて受け、同一事業所で一体的な運営をしている場合、訪問看護
ステーションの人員基準（看護職員２．５人以上）を満たすことで上記基準も満たすものと
みなす

※本体事業所が訪問看護事業所の指定を併せ
て受けている場合であり、出張所として
要件を満たす場合には、一体的なサービス
提供の単位として事業所に含めて指定する
ことができる。 130

必要となる人員・設備等 ※ 太字は看護小規模多機能型居宅介護のみの基準 （他は小規模多機能型居宅介護の基準に準ずる部分）



看護小規模多機能型居宅介護の基準等 ②

基準項目
看護小規模多機能型居宅介護

（本体事業所）
サテライト型看護小規模・

小規模多機能型居宅介護事業所

介護支援専門員
○ 介護支援専門員（非常勤可、管理者との兼務可）であって、小規模多機能型サービ

ス等計画作成担当者研修を修了した者１人以上
※利用者の処遇に支障がない場合は、事業所・併設施設等の他の職務に従事できる

本体事業所と同様

登
録
定
員
・
利
用
定
員

登 録 ２９人まで １８人まで

通 い

登録定員の1/2～15人まで

※ただし、登録定員が２６人以上２９人以下の事業所について、居間及び食堂を合計した
面積が、「利用者の処遇に支障がないと認められる十分な広さ（１人当たり３㎡以上）が確
保されている場合」は、通いサービスに係る定員を１８人までとすることができる。

登録定員の1/2～12人まで

泊 ま り 通い定員の1/3～９人まで 通い定員の1/3～６人まで

設

備

・
備

品

等

①居間及び食堂は機能を十分に発揮しうる適当な広さ
②宿泊室

・個室の定員：１人（利用者の処遇上必要と認められる場合は２人）
・個室の床面積：7.43㎡以上（病院又は診療所の場合は６．４㎡以上（定員１人の場合に限る））
・個室以外の宿泊室：合計面積が1人当たり概ね7.43㎡以上で、プライバシーが確保された構造

（有床診療所の場合は、専用の１病床以上確保した上で医療法上の病床の届出が可能）
③家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地等に立地する

そ

の
他

○サテライト型事業所の本体となる事業所は緊急時訪問看護加算の届け出事業所に限る
○本体事業所１に対するサテライト型事業所の箇所数
・ 最大２箇所まで（サテライト型看護小規模・小規模多機能型居宅介護事業所を合わせて２箇所）

○本体事業所とサテライト型事業所との距離等
・ 自動車等による移動に要する時間がおおむね20分未満の近距離

○サテライト型事業所の運営基準等
・サテライト型事業所においても、通い・泊まり・訪問（看護・介護）機能は必要
※ 本体の空床状況や利用者の心身の状況に配慮した上で、サテライト型事業所の利用者が本体事業所に宿泊することも可能 131

※ 太字は看護小規模多機能型居宅介護のみの基準 （他は小規模多機能型居宅介護の基準に準ずる部分）



利用者の要介護度に応じた基本サービス費
利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する主な加算・減算

（注）点線枠の加算は区分支給限度基準額の枠外

要介護
１

12,401
単位

要介護
２

17,352
単位

要介護
３

24,392
単位

要介護
４

27,665
単位

要介護
５

31,293
単位

登録日から30日以内のサービス提供
【初期加算】 (30単位/日)

24時間の訪問看護対応体制を評価
【緊急時訪問看護加算】 （574単位/月）

認知症加算
(Ⅰ:800単位/月、Ⅱ:500単位/月)

サテライト型看護小規模多機能型居
宅介護を行う場合であって、本体事
業所又はサテライト事業所が訪問看
護体制減算を届け出ている場合
【サテライト体制未整備減算】（▲３％/月）

定員を超えた利用や人員配置基準
に違反 (▲30％ / 月)

サービスの提供が過少である事業所
(▲30％/ 月)

特別な管理の評価【特別管理加算】

(Ⅰ:500単位/月、Ⅱ:250単位/月)

末期の悪性腫瘍等で医療保険の
訪問看護の実施
（▲925単位/月～▲2,914単位/月）

特別指示による医療保険の訪問看
護の実施

▲30単位/日
～▲95単位/日 × 指示日数

（１）同一建物居住者以外の登録者に対して行う場合

（２）同一建物居住者に対して行う場合

要介護
１

11,173
単位

要介護
２

15,634
単位

要介護
３

21,977
単位

要介護
４

24,926
単位

要介護
５

28,195
単位

訪問看護体制減算
(▲925単位/月～ ▲2,914単位/月)

医療ニーズに重点的に対応する
体制を評価【看護体制強化加算】

(Ⅰ:3,000単位/月、Ⅱ:2,500単位/月)

総合マネジメント体制強化加算
(1,000単位/月)

介護福祉士や常勤職員等を一定割合
以上配置（サービス提供体制強化加算）

・介護福祉士５割以上：640単位
・介護福祉士４割以上：500単位
・常勤職員等 ：350単位

中山間地域等の居住者へのサー
ビス提供加算 (＋５％/ 月)

訪問（介護）サービスの推進【訪問
体制強化加算】 (1,000単位/月)

若年性認知症利用者受入加算
(800単位/月)

栄養スクリーニング加算（６月に１回）
(５単位/月)

ターミナルケア加算 (2,000単位/月)

介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 10.2％ (Ⅱ) 7.4％ (Ⅲ) 4.1％
(Ⅳ) 加算Ⅲ×0.9  (Ⅴ) 加算Ⅲ×0.8

介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 1.5％ (Ⅱ) 1.2％

看護小規模多機能型居宅介護の報酬（１月あたり）

退院時、医師等と共同指導した場合
【退院時共同指導加算】（ 600単位/回）
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出典：厚生労働省「介護給付費実態統計」（各年４月審査分）

看護小規模多機能型居宅介護の請求事業所数

38 
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191 

274 

350 

434 

531 

0
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200

300
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平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（平成２４年４月創設の当該サービスは、平成２４年４月審査分に入らない。）

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。

※平成２７年４月にサービス名称変更（看護小規模多機能型居宅介護）

※平成２８年度については、同一の事業所が短期利用及び短期利用以外の請求を同一月に行った場合についても、一事業所として計上している。
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要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

出典：厚生労働省「介護給付費実態統計」（各年４月審査分）

看護小規模多機能型居宅介護の受給者数

0.7

1.9

3.4

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。

※平成２４年４月創設（複合型サービス）。平成２７年４月にサービス名称変更（看護小規模多機能型居宅介護）。
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

看護小規模多機能型居宅介護の費用額
（百万円）

1,023 
4,153 

8,239 

13,789 

18,716 

24,901 

33,730 
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平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。
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21．介護老人福祉施設
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介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の概要

○多床室（既設）の介護報酬：８３２単位（要介護５）
○看護・介護職員１人当たり利用者数：平均２.１人（平成２９年）*

○ 要介護高齢者のための生活施設。
○ 入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う。
○ 定員が２９名以下のものは、地域密着型介護老人福祉施設（地域密着型特別養護老人ホーム）と呼ばれる。

リビングスペース
（共用空間）

隣のユニットや共用スペース

隣
の
ユ
ニ
ッ
ト
や
共
用
ス
ペ
ー
ス

廊 下

多床室 ユニット型個室

４人部屋 ４人部屋４人部屋

４人部屋 ４人部屋４人部屋

食 堂

【根拠法：介護保険法第８条第22項、第27項、老人福祉法第２０条の５】

個室

個室

個室
個室

個室

個室

個室

個室 個室

≪設置主体≫
○地方公共団体
○社会福祉法人 等

≪設備基準≫
○居室定員： 原則１人（参酌すべき基準）
○居室面積： １人当たり１０．６５㎡ 等

≪人員配置基準≫
○医師： 必要数
○介護・看護職員： ３：１ 等

○ユニット型個室の介護報酬：９１３単位（要介護５）
○看護・介護職員１人当たり利用者数：平均１.７人（平成２９年）*

※ 入居者一人ひとりの個性や生活リズムを尊重
※ リビングスペースなど、在宅に近い居住空間
※ なじみの人間関係（ユニットごとに職員を配置）

137

*介護事業経営実態調査



共同生活室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

介護老人福祉施設の基準

介護老人福祉施設においてサービスを提供するために必要な職員・設備等は次の通り。

○人員基準 ○設備基準

必要となる人員・設備等

医師
入所者に対し健康管理及び療
養上の指導を行うために必要
な数

介護職員
又は看護職員

入所者の数が３又はその端数
を増すごとに１以上

栄養士
機能訓練指導員

１以上

介護支援専門員
１以上（入所者の数が１００
又はその端数を増すごとに１
を標準とする）

居室
原則定員１人、入所者１人
当たりの床面積１０．６５
㎡以上

医務室
医療法に規定する診療所と
すること

食堂及び
機能訓練室

床面積入所定員×３㎡以上

廊下幅 原則１．８m以上

浴室
要介護者が入浴するのに適
したものとすること

個室

個室

個室
個室

個室

個室

共同生活室
（リビングスペース）

個室個室 個室

ユニット型介護老人福祉施設の場合、上記基準に加え、以下が必要
・共同生活室の設置
・居室を共同生活室に近接して一体的に設置
・１のユニットの定員はおおむね１０人以下
・昼間は１ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員、

夜間は２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を配置
・ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等
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夜勤体制による減算
（要件）夜勤を行う職員の勤務条
件基準を満たしていない場合
（▲3％）

※ 加算・減算は主なものを記載

要介護1

６３８
単位

要介護2

７０５
単位

要介護3

７７８
単位

要介護4

８４６
単位

要介護5

９１３
単位

利用者の要介護度に応じた基本サービス費
（ユニット型個室の場合）

要介護1

５５９
単位

要介護2

６２７
単位

要介護3

６９７
単位

要介護4

７６５
単位

要介護5

８３２
単位

利用者の要介護度に応じた基本サービス費
（多床室の場合）

利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算

【日常生活継続支援加算】
（ ユニット：46単位、

多床室：36単位 ）
（要件）新規入所者の総数のうち、要介
護４・５の者及び認知症自立度Ⅲ以上の
者の占める割合が一定以上である等の施
設において、介護福祉士の数が入所者６

に対して１以上配置されていること

定員を超えた利用や人員配置
基準に違反 （▲30％）

【看護体制加算】（13単位など）
（要件）
・手厚い看護職員の配置
・24時間連絡できる体制を確保

身体拘束についての記録を行っ
ていない （▲10％）

【夜勤職員配置加算】( 27単位など )

（要件）
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が
最低基準を１以上、上回っていること

【栄養マネジメント加算】( 14単位 )

（要件）
• 常勤の管理栄養士を１名以上配置
• 摂食・嚥下機能や食形態にも配慮した

栄養ケア計画を作成し、栄養管理を実
施。

【個別機能訓練加算】（１２単位）

（要件）
• 専ら機能訓練指導員の職務に従事する

常勤の理学療法士等を１名以上配置
• 入所者ごとに作成した個別機能訓練計

画に基づき計画的に機能訓練を実施

介護老人福祉施設の報酬

【サービス提供体制強化加算】
介護福祉士や常勤職員等を一定割合以上
配置

【介護職員処遇改善加算】
(Ⅰ) 8.3% (Ⅱ) 6.0% 
(Ⅲ) 3.3% (Ⅳ) 加算Ⅲ × 90%
(Ⅴ) 加算Ⅲ × 80％

【介護職員等特定処遇改善加算】
(Ⅰ) 2.7% (Ⅱ) 2.3%

・介護福祉士６割以上：18単位
・介護福祉士５割以上：12単位
・常勤職員等 ： ６単位
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【配置医師緊急時対応加算】
（早朝・夜間：650単位、

深夜：1300単位）
（要件）配置医師と協力病院等が連携
し、施設の求め応じ24時間対応でき
る体制を確保

【看取り介護加算（Ⅰ）】
（要件・単位）
・ 死亡日以前4～30日 ：144単位
・ 前日・前々日 ：680単位
・ 当日 ：1,280単位

【初期加算】（1日につき30単位）

（要件）
・入所した日から起算して30日以内

【口腔衛生管理体制加算】
（1月につき30単位）

【若年性認知症入所者受入加算】
（1日につき120単位）

【生活機能向上連携加算】
・1月につき200単位
（個別機能訓練加算を算定している場合
は1月につき100単位）

ユニットにおける職員に係る減算
（要件） （▲3％）
・日中ユニットごと常時１人以上の介
護職員・看護職員を配置していない
・ユニットごとに常勤のユニットリー
ダーを配置していない



出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（ （各年４月審査分）

介護老人福祉施設の請求事業所数

5,879 6,121 6,336 6,499 6,622 
7,095 

7,666 7,982 

9,104 
9,507 9,726 

10,116 10,401 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年平成31年

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む。
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17.7 14.7 13.0 12.7 14.1 14.5 15.3 16.1 16.6 13.5 10.9 9.3 8.3 
40.6 40.9 39.9 38.7 39.2 41.1 43.8 45.6 47.7 38.5 31.4 27.1 24.2 

84.3 91.5 95.3 93.8 91.6 97.1 104.4 110.7 120.6 129.7 135.9 142.4 148.5 

130.7 138.2 142.4 146.0 144.9 153.8 165.9 173.1 
183.0 199.3 209.9 221.5 231.7 

132.6 135.7 143.4 152.9 162.0 
168.8 

174.7 175.1 
178.3 185.3 189.2 192.6 195.7 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

550.0

600.0

650.0

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

407.4
421.8

444.1434.2
451.8

475.4
504.1

520.5
546.3

566.3
577.3 592.9 608.4

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

介護老人福祉施設の受給者数

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む。

※経過的要介護は含まない。
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計」 「介護給付費等実態調査」 （各年５月審査分～翌年４月審査分）

介護老人福祉施設の費用額

（百万円）

1,300,454 
1,339,813 

1,430,374 
1,467,806 

1,533,853 
1,638,948 

1,699,680 
1,783,156 

1,828,630 
1,863,010 

1,954,013 
2,058,545 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む。

※補足給付は含まない。
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22．介護老人保健施設
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（定義）

介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を
図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対
し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練
その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。

（介護保険法第8条第28項）

（基本方針）

第一条の二 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下に
おける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者
がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の
居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。

（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40号））

○在宅復帰、在宅療養支援のための地域拠点となる施設
○リハビリテーションを提供する機能維持・改善の役割を担う施設

介護老人保健施設の概要
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介護老人保健施設においてサービスを提供するために必要な人員・設備等は次の通り。

・ 人員 ・ 施設及び設備

必要となる人員・設備等

医師 １以上、100対１以上

薬剤師
実情に応じた適当数
（300対1を標準とする）

看護・介護職員
３対１以上、
うち看護は２/７程度

支援相談員 １以上、100対1以上

理学療法士、
作業療法士
又は言語聴覚士

100対１以上

栄養士 入所定員100以上の場合、１以上

介護支援専門員
１以上
（100対１を標準とする）

調理員、事務員
その他の従業者

実情に応じた適当数

療養室
１室当たり定員４人以下、
入所者１人当たり８㎡以上

機能訓練室 １㎡×入所定員数以上

食堂 ２㎡×入所定員数以上

廊下幅
1.8m以上
（中廊下は2.7ｍ以上）

浴室
身体の不自由な者が入浴する
のに適したもの 等

ユニット型介護老人保健施設の場合、上記基準に加え、
・共同生活室の設置
・療養室を共同生活室に近接して一体的に設置
・１のユニットの定員はおおむね10人以下
・昼間は１ユニットごとに常時１人以上、

夜間及び深夜は２ユニットごとに１人以上の
介護職員又は看護職員を配置

・ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等

介護老人保健施設の基準
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介護職員処遇改善加算
Ⅰ：3.9％・Ⅱ：2.9％・Ⅲ：1.6％
・Ⅳ：Ⅲ×0.9 ・Ⅴ：Ⅲ×0.8

介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 2.1％ (Ⅱ)1.7 ％

利用者の要介護度・在宅復帰率等に応じた
基本サービス費（多床室の場合）

短期集中的なリハビリテーショ
ンの実施（240単位／日）

認知症短期集中的なリハビリ
テーションの実施（240単位／日）

※週に３回を限度

夜勤職員の手厚い配置
（24単位）

利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算

※ 加算・減算は主なものを記載

ターミナルケアの実施

死亡日以前4～30日：160単位
前日・前々日：820単位
当日：1,650単位

要介護1

822
単位

要介護2

896
単位

要介護3

959
単位

要介護4

1,015
単位

要介護5

1,070
単位

○ 在宅強化型

要介護1

775
単位

要介護2

823
単位

要介護3

884
単位

要介護4

935
単位

要介護5

989
単位

○ 基本型

肺炎、尿路感染症、帯状疱疹の
治療

(Ⅰ)239単位／日
(Ⅱ)480単位／日

在宅復帰率50%超、
ベッド回転率10%以上等

在宅復帰・在宅療養支援

（Ⅰ）34単位(基本型に対する加算)
（Ⅱ）46単位(強化型に対する加算)

介護老人保健施設の報酬

入所前後に退所後の居宅を訪問
して、施設サービス計画を策定

（Ⅰ）450単位/回（Ⅱ）480単位/回

介護福祉士や常勤職員等を
一定割合以上配置
（サービス提供体制強化加算）

・介護福祉士６割以上：18単位
・介護福祉士５割以上：12単位
・常勤職員等 ： ６単位

146

利用開始日から30日以内の期間
(過去３か月間入所経験ない場合）

（30単位／日）

継続的な栄養管理 （ 14単位／日）

低栄養状態の改善等（300単位／月）

身体拘束未実施減算（▲10%）
定員を超えた利用や人員配置
基準に違反（▲30％）



出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

介護老人保健施設の請求事業所数

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。
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要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

介護老人保健施設の受給者数

314.8 321.3 328.8
339.3 348.1 353.1 356.8 359.4

332.7

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。
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309.2



出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

介護老人保健施設の費用額

（百万円）

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。
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23．介護療養型医療施設
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（定義）

介護療養型医療施設とは、療養病床等を有する病院又は診療所であって、当該療養
病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看
護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行
うことを目的とする施設。

（旧介護保険法第8条第26項）

(基本方針)
第一条の二 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設

サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話
及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

（指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41号））

○医療の必要な要介護高齢者の長期療養施設

介護療養型医療施設の概要
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介護療養型医療施設においてサービスを提供するために必要な職員・設備等は次の通り。

・ 人員基準 ・ 設備基準

必要となる人員・設備等

医師
医療法に規定する必要数以上
（概算で48対１）

薬剤師
医療法に規定する必要数以上
（概算で150対１以上）

看護職員 ６対１以上

介護職員 ６対１以上

理学療法士、作
業療法士

実情に応じた適当数

栄養士
医療法に規定する必要数以上
（100床以上の場合１）

介護支援
専門員

１以上
（100対１を標準とする）

病室
１室当たり定員４人以下、入院
患者１人当たり 6.4㎡以上

機能訓練室 40㎡以上

食堂 １㎡×入院患者数以上

廊下幅
1.8m以上
（中廊下は2.7m以上）

浴室
身体の不自由な者が入浴する
のに適したもの

ユニット型介護療養型医療施設の場合、上記基準に加え、
・共同生活室の設置
・病室を共同生活室に近接して一体的に設置
・１のユニットの定員はおおむね10人以下
・昼間は１ユニットごとに常時１人以上、

夜間及び深夜は２ユニットごとに１人以上の
介護職員又は看護職員を配置

・ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等

※療養病床を有する病院の場合

介護療養型医療施設の基準
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（療養病床を有する病院、療養病床を有する診療所、老人性認知症疾患療養病棟）

要介護1
783
単位

要介護2
891
単位

要介護3
1,126
単位

要介護4
1,225
単位

要介護5
1,315
単位

利用者の要介護度・職員配置に応じた基本
サービス費（療養病床を有する病院・多床室の場合）

日常的に必要な医療行為の実施
（特定診療費）
・感染症を防止する体制の整備 （６単位）
・褥瘡対策の体制の整備 （６単位）
・理学療法の実施 （73単位、123単位）等

在宅への復帰を支援

一定の要件を満たす入院患者数
が基準に満たない（▲５％）

身体拘束未実施減算（▲10%）

利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算

○ 療養機能強化型Ａ

※ 加算・減算は主なものを記載

夜勤職員の手厚い配置
（７～23単位）

在宅復帰率30%超等 10単位／日

介護療養型医療施設の報酬

要介護1
770
単位

要介護2
878
単位

要介護3
1,108
単位

要介護4
1,206
単位

要介護5
1,295
単位

要介護1
749
単位

要介護2
853
単位

要介護3
1,077
単位

要介護4
1,173
単位

要介護5
1,258
単位

○ 療養機能強化型Ｂ

○ その他
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介護福祉士や常勤職員等を
一定割合以上配置
（サービス提供体制強化加算）

・介護福祉士６割以上：18単位
・介護福祉士５割以上：12単位
・常勤職員等 ：６単位

介護職員処遇改善加算
Ⅰ：2.6％ ・Ⅱ：1.9％・Ⅲ：1.0％
・Ⅳ：Ⅲ×0.9 ・Ⅴ：Ⅲ×0.8

介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 1.5％ (Ⅱ)1.1 ％

認知症行動・心理症状の方の緊急的
な受け入れ
（200単位/日）

若年性認知症利用者の受け入れ
（120単位/日）

継続的な栄養管理
（14単位／日）

低栄養状態の改善等
（300単位／月）

利用開始日から30日
以内の期間
(過去３か月間入所経験ない場合）

（30単位／日）

定員を超えた利用や人員配
置基準に違反（▲30％）



出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

介護療養型医療施設の請求事業所数

2,664 

2,427 

2,194 
2,018 

1,877 
1,766 

1,630 
1,532 

1,434 
1,320 

1,226 
1,078 

912 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービスは含まない。
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2.2 1.6 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 
5.3 4.4 3.6 3.0 2.6 2.3 2.1 2.0 1.8 1.6 1.5 1.3 1.1 

14.5 13.2 11.2 8.8 7.2 6.3 5.7 5.4 5.1 4.6 4.6 4.1 3.2 

32.3 
29.3 

25.6 
24.8 24.4 23.8 22.7 22.0 21.3 19.9 19.1 17.4 14.2 

63.1 
60.2 

57.1 
53.1 

49.2 
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42.0 39.0 35.3 
32.1 28.7 

24.9 
19.9 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

54.6

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）

介護療養型医療施設の受給者数

108.7

98.7
90.8

79.7
73.2

69.3
64.4

59.0

84.4

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。

155

48.3

117.4

38.9



出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）

介護療養型医療施設の費用額
（百万円）

518,453 

475,684 

433,368 
402,996 

379,162 
348,840 

326,762 
307,607 

279,847 
260,654 

235,340 
199,799 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

※補足給付は含まない。
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24．介護医療院
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（定義）
介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対

し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及
び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。

（介護保険法第8条第29項）

(基本方針)
第二条 介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、

療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生
活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるようにするものでなければならない。

（介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成30年厚生省令第５号））

介護医療院の概要
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○医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設



介護医療院においてサービスを提供するために必要な職員・設備等は次の通り。

・ 人員基準 ・ 設備基準

必要となる人員・設備等

医師
Ⅰ型： 48対１以上（施設で３以上）
Ⅱ型：100対１以上（施設で１以上）

薬剤師
Ⅰ型：150対１以上
Ⅱ型：300対１以上

看護職員 ６対１以上

介護職員
Ⅰ型：５対１以上
Ⅱ型：６対１以上

理学療法士、
作業療法士、
言語聴覚士

実情に応じた適当数

栄養士 入所定員100以上の場合、１以上

介護支援
専門員

１以上
（100対１を標準とする）

放射線技師 実情に応じた適当数

診察室 医師が診察を行うのに適切なもの

療養室
１室当たり定員４人以下、
入所者１人当たり8.0㎡以上

機能訓練室 40㎡以上

談話室 談話を楽しめる広さ

食堂 １㎡×入所者数以上

廊下幅
1.8m以上
（中廊下は2.7m以上）

浴室
身体の不自由な者が入浴するのに
適したもの

その他
医療設備

処置室、臨床検査施設、エックス線
装置、調剤所

介護医療院の基準

ユニット型介護療養型医療施設の場合、上記基準に加え、
・ 共同生活室の設置
・ 病室を共同生活室に近接して一体的に設置
・ １のユニットの定員はおおむね10人以下
・ 昼間は１ユニットごとに常時１人以上、夜間及び深夜は２ユニットごとに
１人以上の介護職員又は看護職員を配置

・ ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等 159



利用者の要介護度・職員配置等に応じた基本
サービス費（多床室の場合）

※ 加算・減算は主なものを記載

要介護1

808
単位

要介護2

916
単位

要介護3

1,151
単位

要介護4

1,250
単位

要介護5

1,340
単位

○ Ⅰ型

要介護1

762
単位

要介護2

857
単位

要介護3

1,062
単位

要介護4

1,150
単位

要介護5

1,228
単位

○ Ⅱ型

強化型Ａ相当
看護職員６：１
介護職員４：１

介護医療院の報酬

看護職員６：１
介護職員４：１

日常的に必要な医療行為の実施（特別診療費）
・感染症を防止する体制の整備 （６単位）
・褥瘡対策の体制の整備 （６単位）
・理学療法の実施 （73単位、123単位） 等

在宅への復帰を支援

定員を超えた利用や人員配置
基準に違反（▲30％）

療養室の面積の要件を満た
していない（▲25単位）

利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算

夜勤職員の手厚い配置
（７～23単位）

在宅復帰率30%超等
（10単位）
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認知症行動・心理症状の方の緊急的な
受け入れ （200単位/日）
若年性認知症利用者の受け入れ

（120単位/日）
重度の認知症疾患への対応

（40～200単位）

介護医療院への早期・
円滑な移行 （93単位／日）

介護職員処遇改善加算
Ⅰ：2.6％ ・Ⅱ：1.9％・Ⅲ：1.0％
・Ⅳ：Ⅲ×0.9 ・Ⅴ：Ⅲ×0.8

介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 1.5％ (Ⅱ)1.1 ％

介護福祉士や常勤職員等を
一定割合以上配置
（サービス提供体制強化加算）

・介護福祉士６割以上：18単位
・介護福祉士５割以上：12単位
・常勤職員等 ：６単位

利用開始日から30日以内の期間
(過去３か月間入所経験ない場合）

（30単位／日）

継続的な栄養管理 （14単位／日）

低栄養状態の改善等（300単位／月）

身体拘束未実施減算（▲１０％）


